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Ⅰ 教育委員会点検・評価の概要 

 

１ はじめに 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、

教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び

評価を行い、その結果を議会に提出するとともに公表します。 

 

２ 目 的 

  法第 26 条の規定に基づき、教育委員会は教育に関する事務の管理及び執行状況

を点検・評価し、効果的な教育行政の推進に資するとともに、事務事業の管理及び

執行状況についての透明性の確保と町民への説明責任を果たすことを目的としま

す。 

 

３ 点検・評価の内容 

  教育委員会は、令和６年第１回町議会定例会において示した「令和６年度教育行

政執行方針」の事業実績を主にとりまとめ、それぞれの目標に照らし合わせた成果

を基に内部評価を行い、学識経験者の識見を活用するため教育行政評価委員会から

の意見を聴取し、今後の課題や対応策をまとめ、点検・評価報告書を作成しました。 

 

４ 議会への報告 

  「上富良野町教育委員会点検・評価報告書」として、令和７年第３回町議会定例

会に提出します。 

 

５ 報告書の公表 

  議会への提出後、「上富良野町教育委員会点検・評価報告書」を町のホームページ

に公開します。 

 

６ 評価の手法 

（１）評価にあたっての着眼点 

  ・教育委員会の活動状況について 

  ・令和６年度教育行政執行方針に示した事務事業について 

（２）評価対象事業 

  令和６年度に実施した事業の内、教育委員会が所管する 43 の事業を対象としま

した。 

（３）評価方法 

  教育行政点検評価表により、「事業の目的」・「推進目標」・「事業の概要」・「事業年

度」・「事業費」・「検証内容（必要性・有効性・方向性）」・「評価（達成度・効果度）」・

「今後の課題」・「改善策」を明らかにし、事業別に評価を行います。 

これにより、問題点を明らかにし、課題や具体的な改善内容を見出し、今後の方

向性を検討するとともに、教育委員会が目指す方針に沿って教育行政が執行されて
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いるかの達成度・効果度に着目して総合評価を行いました。 

（４）評価結果 

  令和６年度の点検・評価の結果について、下記の評価基準Ａ～Ｄの４段階で集計

を行いました。 

 

         第１表 達成度 

区  分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

件  数 17 26 0 0 

構成比（％） 39.5 60.5 0 0 

（Ａ：実践が進み成果を上げている Ｂ：実践が進んでいる Ｃ：実践に努めている Ｄ：努力を要する） 

 

         第２表 効果度 

区  分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

件  数 27 16 0 0 

構成比（％） 62.8 37.2 0 0 

（Ａ：実践が進み成果を上げている Ｂ：実践が進んでいる Ｃ：実践に努めている Ｄ：努力を要する） 

 

         第３表 総合評価 

区  分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

件  数 20 23 0 0 

構成比（％） 46.5 53.5 0 0 

（Ａ：維持・拡大 Ｂ：工夫・改善 Ｃ：縮小 Ｄ：整理統合・廃止） 
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Ⅱ 教育委員会活動の点検・評価 

  令和６年度の教育委員会活動について、「教育委員会会議」「学校訪問、研修会、

各種行事等」「総合教育会議」の項目に分け、点検評価を行いました。 

 

１ 教育委員会会議 

  教育委員会会議は、町長から独立した執行機関として設置されており、教育長及

び４名の教育委員で組織し 14 回の会議を開催してきました。町の教育に関する事

務を管理・執行するために、教育行政運営上の重要な事項や基本方針等について審

議し決定しています。 

  会議においては、教育委員会の条例や規則等の改正、各種委員の承認等の他、様々

な議題について、各委員の高い識見と課題解決に向けた積極的な発言に基づき審議

を行いました。また、教育長からの諸般の報告の中では、各種事業について詳細な

説明を行うことで各委員への情報提供等に努め、円滑な議事が進められました。議

案審議については、議案説明や質疑を通じ、慎重な審議が必要な案件については、

しっかりと時間をかけて議論することができるよう、説明や資料の提示や方法等の

工夫に努めました。 

  また、教育委員会会議の際には、教育委員会協議会を開催し、必要な協議や情報

提供等を行いました。 

 

教育委員会会議の開催状況と議案等 

開催日 議   案   等 

令和６年 

第５回 

４月 22 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ 町立小中学校教職員の人事等について 

３ 学校運営協議会委員の任命について 

４ 教育支援委員会委員の任命について 

５ 上富良野町社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱について 

６ 上富良野町公民館分館長及び分館主事の任命について 

７ 上富良野町文化財保護委員の委嘱について 

議案案件 

１ 上富良野町立学校の学校薬剤師の委嘱等について 

第６回 

５月 28 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ 上富良野町放課後事業運営協議会委員の委嘱について 

３ 上富良野町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案案件 

１ 令和６年度上富良野町一般会計（教育費）補正予算について 

第７回 

６月 25 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

議案案件 

１ 上富良野町教育行政評価委員の委嘱について 

２ 上富良野町放課後スクールの規則の一部改正について 

第８回 

７月 30 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 
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２ 町立小中学校教職員の人事について 

３ 上富良野町郷土館収蔵資料の貸出及び利用に関する要綱の制定につ 

いて 

議案案件 

１ 上富良野町教育委員会表彰審査会委員の委嘱について 

２ 上富良野町教育委員会事務局職員の人事発令について 

第９回 

８月 27 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ 上富良野町青少年海外派遣人材育成事業補助金交付要綱の一部改正 

について 

議案案件 

１ 令和７年度に使用する教科用図書の採択について 

２ 令和５年度上富良野町教育委員会点検・評価報告について 

３ 令和６年度上富良野町一般会計（教育費）補正予算について 

第 10 回 

９月 24 日 

報告案件 

１ 上富良野町教育委員会委員の任命について 

議案案件 

１ 令和６年度上富良野町教育委員会表彰受賞者の決定について 

第 11 回 

10 月 22 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ 令和６年度上富良野町一般会計（教育費）補正予算について 

３ 上富良野町特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について 

議案案件 

１ 上富良野町立学校職員服務規程の一部改正について 

２ 令和６年度上富良野町教育委員会表彰受賞者の決定について 

第 12 回 

11 月 21 日 

議案案件 

１ 令和６年度上富良野町一般会計（教育費）補正予算について 

第 13 回 

12 月 24 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ 上富良野町立学校職員の在宅勤務実施要領の制定について 

３ 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等におけ 

る上富良野町立学校職員の在宅勤務実施要領の廃止について 

令和７年 

第１回 

１月 28 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

２ いじめの重大事態調査報告書について 

第２回 

２月 21 日 

報告案件 

１ 工事等の発注状況等について 

議案案件 

１ 令和６年度上富良野町一般会計（教育費）補正予算について 

２ 令和７年度上富良野町教育行政執行方針（案）について 

３ 令和７年度上富良野町一般会計（教育費）予算について 

第３回 

２月 27 日 

議案案件 

１ 町立小中学校教職員人事異動について 
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第４回 

３月 26 日 

報告案件 

１ 上富良野町青少年スポーツ大会選手参加報奨金交付要綱の制定につ 

いて 

２ 上富良野町青少年文化芸術大会等参加報奨金交付要綱の制定につい 

  て 

３ 上富良野町強化指定選手等アスリート報奨金交付要綱の制定につい 

  て 

４ 上富良野町スポーツ振興補助金交付要綱の制定について 

５ 上富良野町スポーツ教室･スポーツ大会開催事業等補助金交付要綱の 

廃止について 

６ 上富良野町人材育成派遣事業補助金交付要綱の廃止について 

７ 上富良野町全国大会等出場参加経費補助金交付要綱の廃止について 

８ 上富良野町文化振興補助金交付要綱の制定について 

９ 上富良野町文化教室開催事業等補助金交付要綱の廃止について 

10 上富良野町自主企画芸術鑑賞事業補助要綱の全部改正について 

11 上富良野町公民館マイプラン・マイスタディ講座実施要綱の全部改正 

について 

12 上富良野町立学校少人数学級編成実施要綱の一部改正について 

13 上富良野高等学校通学費等補助金交付要綱の一部改正について 

議案案件 

１ 上富良野町放課後スクールの規則の一部改正について 

２ 上富良野町放課後事業運営協議会の設置に関する規則の一部改正に 

ついて 

３ 上富良野町業務改善計画【第３期】の策定について 

４ 上富良野町教育委員会事務局職員の人事発令について 

５ 上富良野町教育委員会会計年度任用職員の任用について 

 

教育委員会協議会の開催状況と協議事項等 

開催日 協 議 事 項 等 

令和６年 

 ４月 22 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 令和６年度 B&G 海洋センタープールの営業について 

３ 令和６年度社会教育総合センター内壁タイル改修工事について 

４ 参観日及び行事予定について 

５ 道教委派遣会計年度任用職員について 

６ 上富良野学校給食センターの概要について 

７ 上富良野町教育支援センターについて 

８ 今後の予定について 

 ５月 28 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 部活動地域移行の検討について 

３ 学校におけるいじめ重大事態疑いの発生について 

４ 東中小学校教職員住宅敷地の利用について 

５ 上富良野町学校給食センターの今後について 

６ 今後の予定について 
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６月 17 日 １ 児童生徒によるＳＮＳ等利用の注意喚起について 

 ６月 25 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 分館管理運営交付金の見直しについて 

３ 令和６年度学級編成について 

４ いじめ問題審議会について 

５ 今後の予定について 

 ７月 30 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 令和６年度上富良野町教育委員会表彰について 

３ 学校給食センターの検討状況について 

４ 全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への掲載同意につい 

  て 

５ 上富良野町図書館 SNS 運用方針について 

６ 今後の予定について 

 ８月 27 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 第 61 回上富良野町総合文化祭事業計画について 

３ 社会教育総合センター内壁タイル改修工事について 

４ 学校給食センターの検討状況について 

５ 今後の予定について 

 ９月 24 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 図書館読み聞かせについて 

３ 令和６年度全国学力・学習状況調査結果分析について 

４ 管理職の教員住宅入居に係る柔軟な取り扱いについて 

５ 学校給食センターの検討状況について 

６ 教育委員会学校訪問について 

７ 今後の予定について 

10 月 22 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ なかよしサミットについて 

３ 青少年海外派遣人材育成事業について 

４ 教育委員会学校訪問について 

５ 教育委員会互助会会計精算について 

６ 総合教育会議について 

７ 学校給食センターの検討状況について 

８ 今後の予定について 

11 月 21 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 学校給食センターの検討状況について 

３ 今後の予定について 

12 月 24 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 令和７年度予算の概要について 

３ いじめアンケート調査結果について 

４ 上富良野中学校いじめの重大事態調査報告書について 

５ 令和７年度学校教育の取組について 

６ 学校給食センターの検討状況について 

７ 今後の予定について 
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令和７年 

 １月 28 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 社会教育総合センターアリーナ天井改修工事について 

３ 令和７年度学級編成について 

４ 町内小中学校等の卒業式について 

５ 学校給食センターの検討状況について 

６ 今後の予定について 

 ２月 21 日 

１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 令和６年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果について 

３ 上富良野中学校で発生した職員間トラブルについて 

４ 学校給食センターについて 

５ 今後の予定について 

 ３月 26 日 
１ 社会教育事業報告と今後の計画について 

２ 今後の予定について 

 

 

なお、教育委員会会議において議決が必要な事項は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律に基づく事項であり、それ以外の権限に属する事務は教育長に委任

されています。（平成 27 年 4 月から新教育委員会制度として施行） 

 

参 考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（昭和 31 年法律第 162 号） 

 （教育委員会の職務権限） 

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲

げるものを管理し、及び執行する。 

（１）教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学

校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。 

（２）教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関

すること。 

（３）教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免

その他の人事に関すること。 

（４）学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学

に関すること。 

（５）教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及

び職業指導に関すること。 

（６）教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

（７）校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

（８）校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

（９）校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚

生及び福利に関すること。 

（10）教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 

（11）学校給食に関すること。 

（12）青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 
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（13）スポーツに関すること。 

（14）文化財の保護に関すること。 

（15）ユネスコ活動に関すること。 

（16）教育に関する法人に関すること。 

（17）教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 

（18）所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 

（19）前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する

事務に関すること。 

 

上富良野町教育委員会事務委任規則（抄） 

（昭和 48 年 3 月 19 日 教育委員会規則第 1号） 

第２条 上富良野町教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務

を教育長に委任する。 

（１）学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 

（２）学校、公民館、図書館、郷土館、その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 

（３）１件 100 万円を越える教育財産の取得を申し出ること。 

（４）教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免

その他の人事に関すること。 

（５）道費負担教職員の職務の一般方針を定めること。 

（６）前２号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。 

（７）教育長、教育振興課長、主幹、施設長、指導主事、社会教育主事及びその他教

育機関の長の任免を行うこと。 

（８）学校、その他教育機関の敷地の選定及び変更に関すること。 

（９）１件 1,000 万円以上の工事の計画を策定すること。 

（10）条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。 

（11）条例又は規則に定める委員の委嘱に関すること。 

（12）教育費予算、その他議会の議決を経るべき議案について、町長に意見を申出る

こと。 

（13）校長、教員、その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 

（14）文化財の指定及び解除に関すること。 

（15）通学区域の設定及び変更に関すること。 

（16）児童生徒の出席停止命令の手続に関すること。 

（17）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

（18）その他、委員会において必要と認めたこと。 

 

 

２ 学校訪問、研修会、各種行事等 

（１）学校訪問においては、全小中学校それぞれの学校の取り組み等について、学校

長・教頭から説明を受けた後、児童生徒の学習の様子や校内での生活状況を見学

することで、学校の運営方針、施設状況、教育環境等を様々な視点で捉え、各学

校の特徴や抱えている課題等の把握に努めました。 

（２）学校経営訪問指導については、上川教育局義務教育指導監が町内の全小中学校

を訪問し、学校長・教頭からグランドデザインに基づいた学校経営の取り組み等

の説明を受けるとともに授業の視察を行った中から、学校経営に対する個別の指

導助言を受けました。 
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（３）小中学校の入学式、運動会・体育大会、学芸会・学校祭等の各種学校行事につ

いては、教育委員会を代表して各委員が出席しました。 

（４）町表彰式、教職員の離着任式や二十歳の集い等に出席するとともに、上川管内

や富良野沿線の研修会に精力的に参加し、教育委員自身の自己研鑽に努めました。 

（５）教育委員会会議の審議内容については、町のホームページにおいて公開してい

ます。 

   今後も、教育委員会や学校等で取り組んでいる状況について、町民の理解と協

力を一層得るために、引き続き広報紙やホームページの活用を進めます。 

（６）教育委員会の表彰について 

   教育委員会の表彰として、11 月の町表彰式において、文化若しくはスポーツの

振興に寄与、又は優秀な成績を収めた個人、団体に対して、教育長からそれぞれ

に文化功労賞及びスポーツ賞等の授与を行いました。 

 

学校訪問、研修会、各種行事等の開催状況 

開催月 行 事 等 開催場所 

令和 

６年 

４月 

教職員着任式 

町立小中学校、上富良野高校入学式 

上川管内教育委員会教育長会議等 

社会教育総合センター 

全小中学校、上富良野高校 

旭川市 

５月 

上富良野高等学校教育振興会役員会・総会 

上川教育局教育委員会訪問 

富良野広域連合教育委員会 

上小、西小運動会 

上川教育局学校経営指導訪問（上小、西小、東中小） 

上中体育大会 

上富良野高等学校 

社会教育総合センター 

富良野市 

上小、西小 

上小、西小、東中小 

上中 

６月 

上川教育局学校経営指導訪問（上中） 

東中小運動会 

町議会定例会 

上中 

東中小 

役場 

７月 
上高祭 

北海道市町村教育委員会研修会 

上富良野高校 

札幌市 

８月 教育委員会教育行政点検評価委員会（第１・２回） 社会教育総合センター 

９月 
町議会定例会 

上中学校祭 

役場 

上中 

10 月 

上川管内教育長会議及び研修会 

東中小学芸会 

町議会臨時会 

上小学芸会 

上川管内教育委員会連合会委員研修会 

東川町 

東中小 

役場 

上小 

旭川市 

11 月 

表彰式 

上富良野町総合教育会議 

富良野圏域教育長等会議 

西小学習発表会 

富良野広域連合総合教育会議 

上川南部教育委員会委員研修会 

教育委員学校訪問 

社会教育総合センター 

役場 

富良野市 

西小 

富良野市 

社会教育総合センター 

全小中学校、上富良野高校 
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上富良野町教育研究大会 

町議会臨時会 

なかよしサミット 

西小 

役場 

保健福祉総合センター 

12 月 
町議会定例会 

上川管内教育長会議及び働き方改革推進会議 

役場 

旭川市 

令和 

７年 

 

１月 

町民新年交礼会 

二十歳の集い 

町議会臨時会 

富良野圏域教育長部会懇談会 

教育委員会研修会 

保健福祉総合センター 

保健福祉総合センター 

役場 

富良野市 

江別市、白老町 

２月 

富良野広域連合教育委員会 

町議会臨時会 

冬を楽しむ会 

東中小学校、東中住民会合同防災訓練 

富良野市 

役場 

東中小 

東中会館 

３月 

町議会定例会 

町立小中学校、上富良野高校卒業式 

上川管内教育長会議 

教職員離任式 

役場 

全小中学校、上富良野高校 

旭川市 

社会教育総合センター 

※開催場所の表記は、略称にしている場合があります。 

 

 

３ 総合教育会議 

令和６年 11 月５日、町長、教育長及び教育委員が教育の課題や重点施策につい

て協議を行う「総合教育会議」が町長により召集され、次の議題について協議を

行いました。 

ア 教育支援センターについて 

イ 部活動の地域移行について 

ウ 給食センターの運営について 

 

  



11 

Ⅲ 「教育行政執行方針」に基づく点検・評価 

 

１ 学校教育関係（13 項目 19 細項目） 

評 価 項 目 細 項 目 

活きて働く学力の

育成 

１ 確かな学力の育成 

① 教育アドバイザー配置 

② 上富良野町学力育成プラン 

③ 学習支援員の配置 

２ 特別支援教育の充実 
④ 特別支援教育支援員の配置 

⑤ 教育支援委員会 

３ 国際理解教育の充実 ⑥ 外国語教育の推進 

４ 情報教育の充実 ⑦ ＩＣＴ教育環境整備 

豊かな心の育成 

５ ふるさと教育の充実 ⑧ 姉妹校交流事業 

６ 
いじめ・不登校を解消す

る取組の充実 

⑨ 教育支援センター事業 

⑩ いじめ防止対策 

⑪ スクールカウンセラー事業 

学びを支える家

庭・地域の連携・

協働 

７ 
学校と地域の連携・協働

の推進 

⑫ コミュニティ・スクールの

推進 

学びを高める信頼

される学校づくり 

８ 
学校間段階の連携・接続

の推進 
⑬  幼保小中の連携 

９ 特色ある学校づくり ⑭  特色を生かした学校づくり 

10 学校施設 
⑮ 学習環境の充実 

⑯ 学校給食センター管理運営 

11 学校運営の改善 ⑰ 学校における働き方改革 

12 学校安全教育の充実 ⑱ 危機管理体制の充実 

上富良野高等学校

への総合的支援 
13 

上富良野高等学校への

総合的支援 

⑲ 上富良野高等学校教育振興

補助 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 １ 確かな学力の育成 細項目 ① 教育アドバイザー配置 

推進目標 学校・家庭・地域の連携強化を図る。 
目  的 

新学習指導要領により、「主体的・対話的で深い学び」や、社会に開かれた教育課程の

実現が求められている。また、いじめ・不登校の防止や、あらゆる場面での危機管理など、

学校教育に求められる役割が変化し、増大する中で、一般行政職では専門性の高い対応を

図ることが難しくなっていることから、知識と校長経験を持つ教育管理職員を配置し、専

門的な視点で学校に対する指導助言を行うとともに、学習環境の充実を図る。 

概  要 

教育委員会と町内全小中学校の連携強化を図り、各学校長と協力し、学校管理運営の充

実を図る。また、「いじめ」「不登校」「問題行動」に対する早期発見、早期対応、早期解

決のため、各学校を訪問し、教職員に対し適切な指導と助言等を行った。 

 学校生活が大きく変化する中、教育課程の進捗管理や学校運営の工夫改善など新たな課

題に対し、アドバイザーが中心となり各学校と連携して対応した。 

 幼児教育から中学生までの切れ間の無い連携が重要であることから、上富良野町教育連

携推進協議会において、こども園、小学校、中学校との連携を推進した。 

事業年度 

開始 終了  

平成 20 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

3,518 千円 3,518 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
教委及び学校の実情を理解したうえでの専門性の高い指導が必要となっている。 

教委事務局に必要な「指導主事」の役割も担っている。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 学校と教委事務局との調整、専門的な視点での対応ができる。 Ｂ Ａ Ａ 

方 向 性 
学校運営や教育課程の実施、特別支援教育の充実、ICT 教育の推進など様々な課題解決

に向け継続的な配置が必要である。 

（理由・説明） 

新たな課題への的確な対応が必要 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

教育環境の変化に応じた新たな課題への対応が必要であるとともに教委事務局に必要な「指導主事」としての役割の強化が必要 

改   善   策 

「指導主事」の配置 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 １ 確かな学力の育成 細項目 ② 上富良野町学力育成プラン 

推進目標 

上富良野町教育委員会としての方

策をもとに、各学校は、成果と課題、

こどもの実態を確認し、学力向上の具

体策を立て実践を推進する。 

目  的 
 全国学力･学習状況調査から全国や道内での学力、生活習慣等の状況を把握し、明らか

となった課題などを踏まえ、上富っ子の学力向上をめざした取組を構築する。 

概  要 

・全国学力・学習状況調査結果の検証や分析を基に児童生徒の成果と課題を明確にして、

具体的な方策を策定し、実践に努めた。 

・学校生活が大きく変化していく中で、こどもたちの学びを保障するため、授業改善や

ＩＣＴ化を推進した。 

・効果的な授業進行を図るため、授業支援及びＡＩドリルのソフトを導入した。 

・タブレット端末の利活用について、家庭の理解を促進するため、長期休業期間に持ち

帰りを試行し、検討を進めた。 

事業年度 

開始 終了  

平成 21 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

 0 千円  0 千円  0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
各学校の教職員が具体的な方策を共有し、児童生徒に対し効果的な指導を行うため必

要不可欠のものである。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
・プラン策定により、実践する内容を明確にすることができる。 

・成果と課題を定期的に見直すことで、具体的な実践策を講じることができる。 
Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 

・各学校の組織的な体制づくりの推進 

・学習規律の定着、児童生徒の学習意欲向上に向けた取り組みの推進 

・ＩＣＴを活用した授業改善や家庭学習の推進 

（理由・説明） 

成果と課題を分析し、学力向上に向けた取組み

を推進した。 

今後の取組 

今 後 の 課 題 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた創意工夫と、ＩＣＴの活用による授業改善 

改  善  策 

・年間指導計画、育成プランの見直しを行うなど改善を図る。 

・授業支援ソフトやＡＩドリル、デジタル教科書の有効活用及びＩＣＴを活用した授業プランの推進 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 １ 確かな学力の育成 細項目 ③ 学習支援員の配置 

推進目標 
小１プロブレム防止と学習規律の早期

定着 目  的 
低学年の学級に支援員を配置し、学習規律の早期定着を図ることにより授業への集

中や学力向上を目指すとともに、学級担任の指導力向上を促進する。 

概  要 

上富良野小学校１学年の学級に、学習支援員（資格要件なし、会計年度任用職員）

２名を配置 

業務内容 

・学級担任の指導に基づく児童へのサポート（注意喚起、進捗確認、指示反復） 

・基本的な学習習慣の指導（机上の整理、姿勢保持、鉛筆の持ち方、話の聞き方など） 

・特別支援対象児童の交流学級での活動援助 

・教材等の準備、配付、片付け 

・行事等の準備、教員の補助業務 

・学習環境改善のための補助業務（教室等の掲示物、整理整頓）など 

事業年度 

開始 終了  

平成 30 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

3,288 千円 3,288 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
配慮を必要とする児童が増加していること、低学年の学習規律定着に効果が大き

い。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 小１プロブレムの防止 Ａ  Ａ Ａ 

方 向 性 さらなる支援体制の充実 
（理由・説明） 

 新入学の学級における学習規律の円滑な定着 

今後の取組 

今 後 の 課 題 

事業を継続するための人材確保と学習支援員の資質向上 

改  善  策 

学級担任と学習支援員の役割分担と連携の促進 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ２ 特別支援教育の充実 細項目 ④ 特別支援教育支援員の配置 

推進目標 
 支援が必要な児童生徒一人ひとりの

ニーズに応じた教育の推進 目  的 
 特別支援教育の対象となる児童生徒、一人ひとりのニーズに応じた教育の推進のた

め、日常生活や学習支援、安全確保など学習活動上のサポートを行う。 

概  要 

特別支援教育支援員：上小４名・西小１名・上中１名を配置（有資格者） 

学校長の指示に従い、個別の支援が必要な児童生徒に対し支援する。 

主な業務内容 

①日常生活支援  ②学習支援  ③学習活動や移動等に関わる支援 

④健康・安全確保  ⑤学校行事における支援  ⑥周囲の児童生徒の障がい理解 

の促進  ⑦保護者との連携  ⑧その他 

事業年度 

開始 終了  

平成 16 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

16,575 千円 16,198 千円 214 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  児童生徒の個別支援には必要不可欠である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 個別の支援が必要な児童生徒のニーズに対応した適切な支援ができる。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  個々に応じた教育のため、特別支援教育支援員の配置を継続 

（理由・説明） 

個別の支援が必要な児童生徒に対し、適切に支援

することができている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・有資格者の人材確保 

・就学予定の情報収集と受け入れ体制の整備 

改  善  策 

・人材確保のための情報収集に努める。 

・各学校と保健福祉課、発達支援センターや認定こども園との情報共有を図り、必要な体制を整える。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ２ 特別支援教育の充実 細項目 ⑤ 教育支援委員会 

推進目標 児童生徒の就学の適正を図る。 
目  的  児童生徒の就学先の決定にあたり、広く専門的な意見を求め適正な就学を図る。 

概  要 

・入学又は進学する児童生徒の就学先の決定等に関し審議を行う。 

・経過観察児童の状況確認、在籍児童生徒の支援の要否について審議を行う。 

・令和６年度就学時検診（60 名、うち２次検査対象 21 名） 

（1）特別支援学級対象児童生徒数 令和７年度新入学数 小学校 ７名 中学校 14 名 

（2）通級指導対象児童数生徒   令和７年度新入学数 小学校 ６名 中学校 ７名 

（3）経過観察対象児童生徒    令和７年度新入学数 小学校 ６名 中学校 ０名 

（4）特別支援学校入学児童生徒  令和７年度新入学数 小学校 ０名 中学校 ０名 

事業年度 

開始 終了  

昭和 53 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

44 千円 44 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
就学先の決定にあたっては、様々な観点で支援の要否と内容を判断する必要があ

る。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 就学先の決定にあたり、専門的な視点で幅広い意見を求めることができる。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 特別支援対象児童生徒の増加に伴い会議内容等の充実 

（理由・説明） 

 児童生徒の在籍変更、中学校入学に向けた教育相

談、検査等の充実が図られた。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

就学先の決定にあたり客観的な判断材料となる情報収集 

改  善  策 

認定こども園との発達評価シート等を活用した情報共有 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ３ 国際理解教育の充実 細項目 ⑥ 外国語教育の推進 

推進目標  外国語教育の推進 
目  的 

新学習指導要領による外国語活動・外国語教育の推進 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置することにより、英語に慣れ親しみ、日常会話や

外国の文化、生活や習慣などを学ぶとともに英語力の向上を図る。 

概  要 

・小中学校に外国語指導助手２名を配置し、外国語教育のＴＴとして活用 

・英語専科教員とＡＬＴが連携した小学校の外国語活動、外国語の指導体制整備 

・認定こども園及び上富良野高校に派遣するとともに、英語教室やハロウィンなどの

社会教育事業を実施し、町民全体が英語に親しむ機会を提供 

事業年度 
開始 終了 

 
平成４ 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

8,618 千円 8,516 千円 102 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  新学習指導要領による外国語教育において必要不可欠である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  外国語教育において、コミュニケーション能力の育成に非常に有効である。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 
 外国語教育について、デジタル教科書等のＩＣＴ活用が進んでいる。 

 外国語指導助手の活用について検討が必要。 

（理由・説明） 

 外国語教育、国際理解教育の充実が進んでいる。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・外国語教育における小学校から中学校への連続性 

・英語によるコミュニケーション能力の育成 

・ＩＣＴの活用 

改  善  策 

・外国語、外国語活動におけるＡＬＴの有効活用 

・外国語専科教員と連携した指導の充実 

・デジタル教材等の導入検討 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止  
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ４ 情報教育の充実 細項目 ⑦ ＩＣＴ教育環境整備 

推進目標 ＧＩＧＡスクール構想の推進 
目  的 

「情報活用能力」を育成するため、高速大容量の通信ネットワーク環境と学習用端

末を整備するＧＩＧＡスクール構想の実現を推進する。 

概  要 

ＧＩＧＡスクール構想（５か年計画）が大幅に加速され、令和２年度に全児童生徒

の端末整備が完了したことから、効果的な授業進行を図るための授業支援システムの

導入及び安全に使用できるようフィルタリングソフトを導入した。 

事業年度 

開始 終了  

平成 31 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

7,440 千円 7,400 千円 40 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 教育の質の向上、自己学習の促進及び情報活用能力の育成に向けた環境整備が重要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 社会で求められる情報活用能力を身につけることができる。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 ＩＣＴ機器活用の推進 
（理由・説明） 

ＧＩＧＡスクール構想を着実に推進した。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・教職員のＩＣＴ活用能力の向上 

・各学校が安心してＩＣＴ機器を活用できるように保守委託等の検討 

改  善  策 

・ＩＣＴ教育推進委員会において、活用方法の研究や研修を行う。 

・上富良野町学校教育情報化推進計画に基づくＩＣＴ活用の推進 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ５ ふるさと教育の充実 細項目 ⑧ 姉妹校交流事業 

推進目標 
上富良野西小学校と三重県津市安

東小学校との姉妹校交流の推進 目  的 

上富良野西小学校と三重県津市安東小学校(上富良野町の開拓の祖、田中常次郎の

出身校区)の姉妹校交流を推進するため、交流会、交歓会やホームステイ等の交流活動

の場を通じて心豊かなこどもを育てる。 

概  要 

・地場産野菜などの物的交流（毎年） 

・安東小との訪問交流（３年毎） 

※平成９年の姉妹校提携以来、３年サイクルで両校の相互訪問及び物的交流を展開

している。 

・令和４年度は、安東小が西小を訪問及び物的交流 

・令和５年度は、上西小が安東小を訪問（児童８名、引率３名）及び物的交流 

・令和６年度は、物的交流として、地域の農産物を交換 

事業年度 

開始 終了  

平成 10 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

30 千円 30 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  両校の伝統や地域の良さを学び、心豊かなこどもを育てる場として必要である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
 先人の勇気と強い心を学び、交流を通じて友情を築きながら、心豊かなこどもたち

を育てることができる。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  今後においても両校が連携を図り、交流を継続する。 
（理由・説明） 

 交流を継続できた。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

両校の伝統や地域の良さを学ぶことにより、絆が強まり心豊かなこどもを育てることができるため、交流の継続が必要。 

改  善  策 

交流における出会いを大切にし、個人的な友情やつながりを発展させるなど将来に結びつく交流の働きかけを図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  教育支援担当    
評価項目 ６ いじめ・不登校を解消する取組の充実 細項目 ⑨ 教育支援センター事業 

推進目標 
不登校児童生徒及び特別支援教育の

相談体制の整備 目  的 
 不登校児童生徒の情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等などを通

して心身の健康を育み、その社会的自立に資する。 

概  要 

・不登校児童生徒の居場所としての機能 

・不登校児童生徒本人及び保護者へのカウンセリング 

・児童生徒の問題行動等に関する相談（本人、保護者、教職員） 

・町内のこども園、子どもセンター、小学校への訪問相談 

・特別支援教育や就学時健診に関わる各種検査や相談など 

事業年度 
開始 終了  

令和５ 継続 

事業費 
予算額 決算額 差引 

7,908 千円 7.357 千円 551 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
・近年、不登校の児童生徒が増えており、専門的な対応の必要性が増大 

・家や学校以外の安心安全な居場所の必要性が増大 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 

・教職員のみでは対応が難しいケースが多く、専門的な相談対応ができる。 

・安心安全な居場所において、自分の興味のある活動に取り組むことで心身の健康を

取り戻すことに貢献できる。 

Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性  児童生徒の家庭環境などの多様化に伴い、必要性はより高まっており継続する。 

（理由・説明） 

不登校児童生徒の居場所としての機能が確保さ

れ、学校や保護者との連携も進められている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・人材確保が難しい中、現在のスタッフ４名体制の維持 

・利用者一人ひとりのニーズに対し、今よりもさらに対応するための工夫が必要 

・児童生徒の「心の問題」は、学力や友達関係のみならず、家庭環境、養育歴など複雑化、多様化しており、相談ニーズも増加しているこ

とから十分な相談時間がとれない状況にある。 

改  善  策 

・「地域おこし」から正職員への置き換えや待遇面での工夫 

・利用している子供たちの多様なニーズに応えるためにスタッフ間で情報を共有し、活動の幅を拡げる。 

・支援センタースタッフと教員が連携し、こどもたちの発達や養育環境にも配慮しながら、学校における相談支援の充実を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ６ いじめ・不登校を解消する取組の充実 細項目 ⑩ いじめ防止対策 

推進目標 いじめの未然防止や早期対応を図る。 
目  的 

 いじめの未然防止、早期発見及び早期解消の対策に関し、総合的かつ効果的に推進

し、児童生徒が互いの違いを認め合い、支え合いながら健やかに成長できる環境の形

成に寄与する。 

概  要 

 国・道のいじめ防止対策と連携した取り組みを進めるとともに、町及び各学校のい

じめ防止基本方針に基づき、いじめの未然防止と早期発見・早期解消に取り組む。 

 電話や手紙で応じる「かみふらのあんしんライン」や「子ども SOS ミニレター」に

加え、メール相談の体制を整備し周知用カードを配付。 

・いじめ問題審議会開催 ２回開催（11 月、３月） 

・いじめの重大事態案件 １件 

保護者へ SNS 利用トラブルへの注意喚起文書を教育長・校長連名で発出（６.７月） 

事業年度 

開始 終了  

平成 27 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

65 千円 36 千円 29 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  児童生徒のいじめの未然防止や早期対応に必要不可欠である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  軽微な事案でも慎重に対応することにより、重大事案への発展を防止できる。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 
 国や道の対策、学校におけるいじめ防止基本方針など連携した取り組みを推進す

る。 

（理由・説明） 

いじめの未然防止、早期発見や早期解消に必要で

ある。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・学校内において積極的な認知を図ると共に、情報共有と組織的な対応 

・こどもたちが、相談しやすい環境づくりの推進 

・インターネット等によるトラブルを防止するため、ＳＮＳ等の危険性等について保護者の理解促進と協力 

改  善  策 

・学校における年間プログラムの確実な実施と、学校いじめ対策組織を活用した組織的な対応の推進 

・教育支援センターの専門的職員との連携 

・こどもがトラブルに巻き込まれないよう、様々な情報提供と注意喚起 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ６ いじめ・不登校を解消する取組の充実 細項目 ⑪ スクールカウンセラー事業 

推進目標 
不登校児童生徒及び特別支援教育の

相談体制整備 目  的 

 臨床心理士を町職員として配置（令和元年度）し、不登校児童生徒及び保護者の相

談体制の充実を図るとともに、こどもの発達、思春期の心の問題に関し専門性の高い

対応を図る。 

概  要 

 臨床心理士を教育委員会職員として、上富良野中学校に配置 

 ・不登校児童生徒及び保護者へのカウンセリング 

 ・児童生徒の問題行動等に関する相談（本人、保護者、教職員） 

 ・町内のこども園、子どもセンター、小学校への訪問相談、指導 

 ・特別支援教育に関わる各種検査、相談、自律活動の指導等 

 道教委派遣のスクールカウンセラーの活用（週１回） 

 令和５年度に設置した教育支援センターとの連携による児童生徒への指導 

事業年度 

開始 終了  

令和元 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

給与費   

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  近年、不登校の児童生徒が増えており、専門的な対応の必要性が増大 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  教職員では対応が難しいケースが多く、専門的な相談対応ができる。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  児童生徒の家庭環境などの多様化に伴い、必要性はより高まっている。 

（理由・説明） 

臨床心理士の配置により専門性の高い対応がで

きている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・児童生徒の「心の問題」は、学力や友達関係のみならず、家庭環境、養育歴など複雑化及び多様化している。相談ニーズも増加している

ことから十分な相談時間がとれない状況にある。 

・スクールカウンセラーを含めた組織的な対応の必要性 

改  善  策 

・臨床心理士と教員が連携し、こどもたちの発達や養育環境にも配慮しながら、学校における相談支援の充実を図る。 

・スクールカウンセラーの継続的な配置 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ７ 学校と地域の連携・協働の推進 細項目 ⑫ コミュニティ・スクールの推進 

推進目標 
コミュニティ・スクールの取り組

み推進 目  的 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、学校運営協議会を設置すること

により、学校が地域と一体となってこどもたちを育む「地域とともにある学校づくり」

を推進する。 

概  要 

平成 30 年度に町内全小中学校にコミュニティ・スクールの導入が完了し、保護者や地

域と連携しながら各校において取り組みを推進した。 

家庭科や総合学習時、技術指導や授業進行等の教育活動を支援し、学校運営や学校教

育に参画した。 

（学校運営協議会委員：上小 12 名、西小 12 名、東中小 12 名、上中 12 名） 

事業年度 

開始 終了  

平成 29 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

542 千円 515 千円 27 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 法改正により設置が努力義務となり、開かれた学校づくりが強く求められている。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 制度として、地域の意見を求める環境ができ、地域との協働が進む。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 コミュニティ・スクールの積極的な取組み 

（理由・説明） 

地域との交流が進みつつあり、授業への参画が

進むなど、着実に推進されている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

地域と一体となった学校運営という段階には未達であり、地域とともにある学校づくりを着実に進める必要がある。 

改  善  策 

・コミュニティ・スクールへの地域理解の拡大と推進 

・地域の住民や団体、機関が学校運営に関心を持ち、関わることができるコーディネートを推進 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ８ 学校間段階の連携・接続の推進 細項目 ⑬ 幼保小中の連携 

推進目標 
幼児教育と連続したスタートカリキュ

ラムの作成 目  的 

幼児教育、小学校教育、中学校教育の接続の充実に向けて、教師と保育者の交流を

深めるとともに、接続期のカリキュラム（アプローチカリキュラムとスタートカリキ

ュラム）の相互理解や、小１プロブレム、中１ギャップ解消に向けた取組みを推進す

る。 

各こども園及び小中学校で目的と目標を共有し、学習指導や生徒指導並びに特別支

援教育について、組織的に一貫性のある取組みを推進する。 

概  要 

各教育職員が共通理解を図りながら、こどもたちに切れ目の無い個別最適な教育が

受けられるよう「上富良野町教育連携推進協議会」おいて連携を図った。 

接続期のカリキュラムをはじめ、学習指導、学校運営方針、生徒指導、特別支援教

育等の取組みや研修について、同じ方向性を共有し実践推進できるよう連携を図って

いる。 

事業年度 

開始 終了  

令和元 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

 0 千円  0 千円  0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 こども園、小中学校段階間で育む資質・能力を踏まえた教育活動が重要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 小１プロブレムの防止、中１ギャップの防止、特別支援教育等の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 
「のびのびプラン（幼小）」「ぐんぐんプラン（小中）」の着実な実践と、一貫した教

育活動の展開 

（理由・説明） 

 活動の方向性や課題の洗い出しを協議した。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

活動が多岐にわたるため、効率的な運営について検討が必要である。 

改  善  策 

会議や研修の設定について、ＩＣＴ機器を有効活用しながら効率的な運用を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 ９ 特色ある学校づくり 細項目 ⑭ 特色を生かした学校づくり 

推進目標  東中小学校の特色を生かす学校運営 
目  的 

 へき地学校・複式教育の充実とともに、豊かな自然や小規模校の利点を生かした教

育を実践する。町内全域からの就学希望児童を受け入れる特認校として、魅力ある学

校づくり進める。（平成 27 年度特認校指定：校区に関わらず全町から就学可） 

概  要 

・地域や自然に親しむ活動 

・勤労、体験学習 

・学校種間の交流、集合学習 

・へき地、複式教育の研究、交流 

  令和６年度 新入学生４名（校区外０名） 全校 31 名（校区外６名） 

事業年度 
開始 終了  

平成 27 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

11,790 千円 10,408 千円 1,382 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 多様な教育ニーズに対応できる。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
小規模校の特色を生かし、こども一人ひとりの個性を伸長させ、豊かな人間性を培

うことができる。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 
特色ある教育活動や心のふれあいを通じ、個々のニーズに対応した学習機会を提供

する。 

（理由・説明） 

 小規模校の特性を生かし、特色ある学習活動が実

施されている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・施設の老朽化が進んでいる。施設の修繕費用が増大している。 

・校区内に居住する児童数について、年々減少していくことが想定されており、欠学が発生する可能性がある。 

改  善  策 

・計画的な修繕の実施。 

・特認校の学校活動について周知を積極的に実施し、区域外からの通学者を確保する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 10 学校施設 細項目 ⑮ 学習環境の充実 

推進目標 全学校で快適な学習環境を構築する。 
目  的 

夏期の猛暑による熱中症への対策を実施する。 

教室等において適切な温熱環境を整備することにより快適な学習環境を構築する。 

概  要 

令和５年度 

西小、東中小及び上中で普通教室へのエアコン設備の設置工事に着手した。 

 

令和６年度 

西小、東中小及び上中で普通教室へのエアコン設備の設置工事が完了し、６月以降順次

運用を開始した。 

上小で普通教室へのエアコン設備の実施設計に着手した。 

事業年度 

開始 終了  

令和５ 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

62,953 千円 60,753 千円 2,200 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 快適な学習環境を構築する上で、適切な温湿度管理が必要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 エアコン設備は熱中症対策として必要に応じた室温管理ができる設備である。 Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 令和７年度中に全学校の普通教室への設置完了を目指す。 
（理由・説明） 

快適な学習環境の提供が図られた。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

エアコン未設置の教室等における快適な学習環境の構築 

改  善  策 

特別教室、支援教室や体育館へのエアコン等の設置検討を進める。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 10 学校施設 細項目 ⑯ 学校給食センター管理運営 

推進目標 安心、安全な学校給食の提供を推進 
目  的 児童生徒へ安心で安全な学校給食の安定提供を図る。 

概  要 

施設概要：昭和 55 年建設（築 45 年） RC 造・平屋建 延べ床面積 453.2 ㎡ 

提供校数：小学校 ３校、中学校 １校、高校 １校（希望者のみ） 

提供食数：約 850 食/日 

実施形態：週５回の完全給食 

運営形態：富良野広域連合による運営 

職員配置：所長(兼任)１名、次長(派遣)１名、栄養教諭１名、事務補助２名、調理員 13 名 

給 食 費：小学校 316(280)円、中学校 376(330)円、高校 340 円 

※R6 の１年間は小中学生のみ( )内額で据置き 

外部委託：施設管理、ボイラー運転、配送業務 

事業年度 

開始 終了  

昭和 55 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

149,169 千円 142,820 千円 6,349 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 安心、安全な給食提供を図るため、施設の適切な維持管理と運営が必要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
配食数や配食範囲を考慮すると適正規模の施設だが、設備等の経年劣化や衛生基準

等の未達部分が見られる。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 
 今後の管理運営について富良野広域連合との協議の結果、広域連合内の連携は困難

であるため、町単独で継続して給食提供するための最適な運営方法の検討が必要 

（理由・説明） 

 安全な給食提供を継続しているが、施設の劣化等

が見られる中で継続した安定提供に懸念がある。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

施設の躯体や設備機器等に劣化が見られ、作業時を含めて各種衛生基準等に満たない項目がある。また、調理室にエアコンが設置されて

いない等、労働環境の改善が必要 

施設の改修はアスベスト含有部材の対策や工事期間中の代替設備の確保等、懸念事項が多く困難である。 

改  善  策 

各種衛生基準の遵守、食物アレルギーや調理員等の快適な労働環境への対応等を考慮した上で、児童生徒へ安心、安全で安定的な学校給

食を提供するための望ましいあり方の検討が必要 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 11 学校運営の改善 細項目 ⑰ 学校における働き方改革 

推進目標 
学校における働き方改革上富良野町

業務改善計画の着実な実践 目  的 

教職員の長時間勤務の実態を踏まえ、働き方を見直し、教職員が業務の質を高める

とともに、日々の生活や教職人生を豊かにする。また、自らの専門性や人間性を高め

ることで、こどもたちに対し効果的な教育活動を行い教育の質を高める。 

概  要 

・「学校における働き方改革上富良野町業務改善計画（平成 30 年 10 月）」を策定し、教職

員の勤務実態などを踏まえながら、学校における業務改善に向けた取組を推進 

・「上富良野町の部活動の方針（令和元年８月）」を策定 

・校務支援システムや在校等時間管理システムの導入、スクールサポートスタッフ配置等 

・令和３年度に「学校における働き方改革上富良野町業務改善計画」の評価及び検証を実 

 施 

・令和４年４月に業務改善計画を改定（第２期計画） 

 ※教育職員の在校等時間の上限等に関する方針に位置付け 

・令和６年度は部活動の地域移行について、他自治体の取組調査や部活動の活動状況調査、

部活動等指導教員への聞き取りを行った。 

事業年度 

開始 終了  

平成 30 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

0 千円 0 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
働き方改革が社会問題となっている中、特に教職員の長時間労働は大きな課題で、

学校現場における業務改善の取組が求められている。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 問題意識をもって、改善に向けた取り組みを着実に実践するために有効 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性  計画に基づく業務改善の具体的な取組の実践 
（理由・説明） 

業務改善に努めている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・教職員の意識改革、事務のＩＣＴ化推進 

・部活動における外部人材の活用 

・教職員の勤務時間の公表 

・部活動の地域移行 

改  善  策 

・部活動に対する外部指導者の活用や地域移行について検討を進める。 

・教職員の勤務実態把握 ⇒職場での共有 ⇒勤務時間の意識付けを推進 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 12 学校安全教育の充実 細項目 ⑱ 危機管理体制の充実 

推進目標 危機管理体制の整備及び共有 
目  的 

・児童生徒及び教職員の安全確保 

・組織的で迅速かつ的確な対応により、学校生活の安定を確保する。 

概  要 

学校危機管理マニュアルの整備及び各学校への周知、指導 

H22…初期対応マニュアル作成 ⇒ H23…防災対応を追加 ⇒ H29…再度配布周

知 ⇒ R1…改訂⇒ R6…改訂（ヒグマ等出没、不適切画像の拡散） 

事業年度 

開始 終了  

平成 22 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

0 千円 0 千円  0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  児童生徒及び教職員の安全を確保するために必要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  緊急の事態、未経験の事態への対応、学校生活の安全確保に有効 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性  国・道の危機管理対応に準じ、地域の特性に合った危機管理体制の整備 

（理由・説明） 

 対応マニュアルの適宜改訂と周知を行うと共に、

感染症対策に迅速に対応している。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

適宜事故発生防止のためマニュアルの見直しが必要 

改  善  策 

危機管理マニュアルを適宜、見直す。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  学校教育班     

評価項目 13 上富良野高等学校への総合的支援 細項目 ⑲ 上富良野高等学校教育振興補助 

推進目標 
上富良野高等学校の特色ある学校づ

くりを進める。 目  的 

 上富良野高等学校の将来的展望に基づき教育環境整備を促進し、特色ある地域に根

ざした魅力ある学校づくりを進める。また、少子化による生徒数の減少が続く中、地

元高校を存続するため助成策を講じて町の活性化に寄与していく。 

概  要 

 上富良野高等学校教育振興会に対して補助金を交付することで、特色ある学校づく

りが進められている。主な教育活動～学習支援、部活動支援、新入学生徒確保、資格

取得支援、進路指導支援。 

 入学生を確保するため、通学費、下宿費、就学支援金や入学準備金などを助成。令

和２年度からは希望する生徒に学校給食を提供。 

令和４年度より道立高校における１人１台端末環境整備に対する経済的支援策を

実施 

※令和６年度入学者 22 名（上中 21 名、中富１名） 

事業年度 

開始 終了  

平成 12 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

10,375 千円 10,062 千円 313 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  上富良野高等学校の存続に向け、持続した支援策による生徒数確保が必要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  特色ある地域に根ざした学校づくりの振興に有効である。 Ｂ Ａ Ａ 

方 向 性  学校ニーズに応じた支援を行うとともに、地域に根ざした学校づくりを支援 

（理由・説明） 

地域に根ざした学校づくりが推進され、地域の活

性化に貢献した。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・新入学生徒を確保するため、高校の魅力づくりが必要 

・少子化の進行による入学希望生徒の減少が想定される。 

改  善  策 

上富良野高等学校教育振興会を通じ高校の魅力づくりを支援 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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２ 社会教育関係（10 項目 24 細項目） 

評価項目 細項目 

家庭と地域の教育

力の向上を図り、

青少年の健全育成

を推進する 

１ 家庭の教育力向上と子

育て支援の推進 

① 家庭教育力の向上対策 

２ 地域の教育力向上 ② 放課後クラブ事業 

③ 放課後スクール事業 

④ 青少年海外派遣人材育成事業 

３ 団体育成 ⑤ スポーツ少年団育成事業 

⑥ 青少年団体協議会 

４ 青少年の健全育成 ⑦ 子ども会育成協議会 

社会で活きる力を

身に付け、持続可

能な潤いのある地

域づくりを推進す

る 

５ 各世代における生涯学

習の推進 

⑧ 女性学級〔女性教育〕 

⑨ いしずえ大学 

（子ども会育成協議会） 

６ 図書館の運営 ⑩ 図書館管理運営 

⑪ 読書普及活動 

豊かな心と健やか

な体を育むスポー

ツ活動を推進する 

７ スポーツ活動の推進 ⑫ スポーツ協会活動等補助 

⑬ スポーツ普及活動 

（スポーツ少年団育成事業） 

郷土を愛し、豊か

な情操と創造を育

む文化活動を推進

する 

８ 文化・芸術活動の推進 ⑭ 上富良野町文化連盟活動等補助 

⑮ 自主企画芸術鑑賞補助 

⑯ 総合文化祭 

９ 郷土館等の運営 ⑰ 指定文化財保存 

⑱ 郷土館・開拓記念館管理運営 

生涯学習社会の実

現をめざし、生き

がい環境づくりを

推進する 

10 社会教育施設の基盤整

備 

⑲ 社会教育総合センター管理運営 

⑳ Ｂ＆Ｇプール管理運営 

㉑ パークゴルフ場管理運営 

㉒ 屋外体育施設〔運動公園・島津

球場〕の管理運営 

㉓ 公民館管理運営 

㉔ 各公民館分館管理運営 

（郷土館・開拓記念館管理運営） 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 １ 家庭の教育力向上と子育て支援の推進 細項目 ① 家庭教育力の向上対策 

推進目標 家庭教育力の向上を図る。 
目  的 

家庭はこども達の健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である。 

子育てや家庭教育を支える地域環境が大きく変化している中、地域全体でこどもや

家庭を見守り育てるため、教育分野や福祉分野が連携し、子育て支援を行う。 

概  要 

【教育分野】親の子育て支援に関する学習機会の提供、情報提供を行う。 

(1)道民家庭の日「毎月第３日曜日」の普及促進（啓発パンフレット・ポスターを各学

校に配布、町広報誌５月 10 日号掲載、機関誌「ほのぼの」に掲載） 

(2)家庭教育学級の開設（すこやか子育てセミナー） 

 「子育てについて思うこと」 講師：教育支援センター 松田主幹 

(3)早寝早起き朝ごはんの取り組み、生活リズムチェックシートなどを児童生徒（家

庭）に配布し啓発活動を行った。 

(4)子育てサークルの活動サポート（各種情報の提供） 

(5)広報誌に家庭教育シリーズを掲載 

（４、５、６，８、10、12、２月の 10 日号に年７回） 

(6)こども園との協議（各園での教育講演会等の開催について） 会議 2回 

(7)PTA 連合会への活動補助 80 千円 

事業年度 

開始 終了  

昭和 39 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

100 千円 80 千円 20 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
親に対する多様な学習の機会及び情報の提供を行い、家庭教育の自主性を尊重しつ

つ、自らの役割と責任を果たす親の自覚を促すことが必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
家庭のあり方など、親同士の交流、情報交換、地域コミュニケーションのツールと

して有効である。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 関係機関と連携しながら、家庭教育の支援を行う。 

（理由・説明） 

家庭教育を支援する環境は重要であり、今後も支

援が必要である。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

子育てを行う保護者が、家庭教育に関する多様な学習や交流をすることで、子どもの健やかな成長の一助となっている。すべてのこども

園において教育講演会開催に向けて、継続して支援を行う。 

改  善  策 

家庭教育に関わる情報提供について、広報誌等を通じて周知する。また、図書館に家庭教育・子育て支援の図書を充実するとともに、町

長部局の子育て支援班と連携し事業を推進する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ２ 地域の教育力向上 細項目 ② 放課後クラブ事業 

推進目標 

学校施設を利用し、こどもの安全安心

な居場所を確保し、留守家庭等の子育て

支援を行う。 
目  的 

放課後におけるこどもの安全安心な居場所づくりと、留守家庭等の子育て支援によ

る保護者の就業を支援しこどもの健全育成を図る。 

概  要 

児童福祉法の改正に合わせて平成 27 年度から新たな放課後クラブを運営。上小を活動

拠点に、地域の大人たちが指導員となりスポーツや各種遊び、学習を行いながらこども達

を見守る。 

 対  象：小１～小６年の留守家庭児童 実施場所：上小 

 開設時期 月～金（放課後から午後６時）、土・長期休業日（午前８時～午後６時） 

 登録者 138 名(前年度 114 名) 延べ利用者 12,042 名(前年度 9,810 名) 

開設日数 287 日(前年度 292 日)  

指導体制：アドバイザー２名、支援員等 10 名（常時７名体制） 

地域住民によるボランティア支援延べ人数 24 名(前年度 24 名) 

上富良野町放課後児童健全育成事業安全計画（R6.4.1）に基づく研修（3回）の実施 

事業年度 

開始 終了  

平成 19 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

25,028 千円 24,466 千円 562 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
放課後における留守家庭児童の安全な居場所づくりと子育て支援を行い、地域の大

人達が関わることでこども達の健全な育成を図る上で必要 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
留守家庭児童の安全な居場所づくりや子育て支援に、地域の大人達が関わることで

こども達の健全な育成が図られている。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 共働きや女性の社会進出の進展などからニーズが高く、今後も継続 

（理由・説明） 

放課後における留守家庭児童の安全な居場所と

して定着し、着実な運営が図られている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・指導員の確保が難しい状況はあるが、運営体制を維持していく。 

・外部への研修参加が難しい状況であるため、内部研修を充実していく。 

改  善  策 

・継続的な運営のために指導員スタッフの人材確保に向けた情報収集に努める。 

・継続して指導員の内部研修を実施するよう努める。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ２ 地域の教育力向上 細項目 ③ 放課後スクール事業 

推進目標 
学校施設を利用し、こどもの安全安

心な居場所を確保する。 目  的 
放課後におけるこどもの安全安心な居場所づくりと、こどもの健全育成及び地域社

会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくり。 

概  要 

 各小学校を活動拠点とし、地域の参画を得ながらスポーツや文化活動、交流活動を

行う。対象：小１～小６年 実施場所：上小・西小 月～金（放課後から午後４時） 

 登録者 192 名(前年度 175 名)  延べ利用者 11,255 名(前年度 9,421 名) 

開設延べ日数 ２か所 413 日(前年度 413 日) 利用料金：1,200 円/年 

指導体制：スタッフ９名（上小５名：内２名配置、西小６名：内３名を配置） 

指導員スタッフ向けに救急講習を実施 

事業年度 

開始 終了  

平成 19 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

3,812 千円 3,630 千円 182 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 放課後のこどもの安全な居場所づくりを行い、地域の大人達が関わり、こども達の

健全な育成を図る上で必要 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
 こどもの居場所づくりに地域の大人達が関わることで、こども達の健全な育成が図

られている。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  共働きや女性の社会進出の進展などからニーズが高く今後も継続。 

（理由・説明） 

放課後のこどもの安全な居場所として運営され

ている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・指導員の確保が難しい状況はあるが、運営体制を維持していく。 

・外部への研修参加が難しい状況であるため、内部研修を充実していく。 

改  善  策 

・継続的な運営のために指導員スタッフの人材確保に向けた情報収集に努める。 

・継続して指導員の内部研修を実施するよう努める。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ２ 地域の教育力向上 細項目 ④ 青少年海外派遣人材育成事業 

推進目標 青少年の人材育成を推進する。 
目  的 

将来を担う青少年育成事業として、海外でのホームステイ等の生活文化体験や現地

学生等との英語研修を通じ、英語力を身に付け国際化に対応していく人材の育成を図

る。 

概  要 

 対象：中学生、高校生（町外の上富良野高校生含む） 

日程：令和７年 1月 4日～11 日（8日間） 

派遣先：シンガポール 

派遣者：中学生４名、高校生４名 

  

中学生 10 名、高校生 10 名の応募があり、抽選のうえ参加者を決定した。 

事業年度 

開始 終了  

平成 31 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

3,960 千円 3,852 千円 108 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 英語力を身に付け、国際化社会に対応していく人材の育成を図る必要がある。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  グローバル化や価値観の多様化に対応していく人材育成が図られる。 Ｂ Ａ Ａ 

方 向 性  今後も人材育成とした研修の取組は必要である。 

（理由・説明） 

令和６年度が４回目の実施となり、今後も実績を

積み重ねていく必要がある。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

4 回目の実施となったが募集枠を超える応募がある。今後の推移（応募数、財源（基金））を見ながら派遣数を検討する必要がある。 

改  善  策 

今後の推移を見ながら派遣数や参加者の選考方法等の検討が必要 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ３ 団体育成 細項目 ⑤ スポーツ少年団育成事業 

推進目標 
スポーツ振興の発展を図りながら、

青少年の身体と健康づくりを目指す。 目  的 

 町内スポーツ少年団の組織運営や研修等を円滑に推進し、一人でも多くの青少年に

スポーツの喜びを与え、スポーツを通じて青少年の心と身体を育てる組織を地域社会

で育み、スポーツ振興の発展を図ることを目的とする。 

概  要 

 スポーツ少年団本部に対し補助を行い、町内スポーツ少年団の育成指導を図り、そ

の活動を活発化する。 

登録団体 13 団体 団員数 200 名(前年度 13 団体 団員数 230 名) 

事業年度 
開始 終了 

 

昭和 50 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

1,100 千円 1,100 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 スポーツを通じて青少年の心と身体を育てることを目指しており、スポーツ振興の

発展推進のため必要性は大である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
 スポーツ少年団の育成指導を図り、小学校低学年（１年生）からの加入を進め、大

会での活躍など、その活動は活発化しており有効である。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  今後も本事業を継続し、青少年スポーツ活動を助長する。 

（理由・説明） 

各スポーツ少年団の活動は継続して活発に行わ

れている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

スポーツ指導者の高齢化等に伴って、新たな指導者の育成による人材確保が課題となっている。 

改  善  策 

引続き、研修会等の開催など指導者の育成による人材確保を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ３ 団体育成 細項目 ⑥ 青少年団体協議会 

推進目標 
ボランティア活動や地域活動に関わ

ることで次世代の青年を養成する。 目  的 
地域の活性化、新たな生活文化の創造と生涯学習の意識高揚に基づき、地域青年リ

ーダーの養成を図ることを目的とする。 

概  要 

（1）児童館活動支援、子ども会行事、教育委員会事業の支援 

（2）上川管内青年団体協議会事業への参加 

会員数 36 名 (前年度 会員数 38 名) 

事業年度 
開始 終了  

昭和 37 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

50 千円 0 千円 50 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
青年が集い親睦交流やボランティア活動を通じて、町づくり・地域づくりを担う青

年リーダーを養成する必要がある。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  青少年活動支援及びボランティア活動等に積極的に参加され効果が得られている。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 
 教育振興基本計画（第 10 次社会教育中期計画）に基づき、今後も活動の継続を期待

しているが、令和７年度をもって解散すると団体から連絡を受けた。 

（理由・説明） 

青少年活動支援及びボランティア活動等の取り

組みを通じて、人材の育成が進められている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

主催事業及び支援事業の取りまとめ等（参加者少数、同一者が支援）に苦慮しており、団体の目的達成が難しくなったことにより、令和

7年度に解散する方針が示された。 

改  善  策 

青年活動の受け皿がなくなるのは非常に残念であるが、団体の意思を尊重する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ４ 青少年の健全育成 細項目 ⑦ 子ども会育成協議会 

推進目標 
子ども会活動を通じて、こどもの健

全育成を図る。 目  的 

 地域社会での集団行動を通じて、こども達の協調性・創造性を養い、様々な体験か

ら学び、豊かな心を育てることを目的に行われる子ども会育成協議会の活動に対して

支援を行う。 

概  要 

 こども達がたくましく成長する様々な交流、体験活動を行う。 

【事業の内容】 

（1）早寝・早起き・朝ごはん運動の奨励とラジオ体操の普及（カード配布） 

（2））野外体験活動 11 名（前年度 7名） 

(3) カムカムしちゃいな祭（155 名参加） 

登録団体数・会員数 15 団体 321 名 (前年度 16 団体 323 名) 

ジュニアリーダー：5名 

事業年度 

開始 終了  

昭和 42 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

300 千円 80 千円 220 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 子ども会活動を広く展開するために、単位子ども会とともに組織の活性化を目指

し、こどもを豊かな社会の担い手にふさわしい人間として育てるため必要。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  様々な行事を通してこども同士の交流や、保護者間での交流を推進している。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 子ども会の活性化に向けて育成者の研修強化を図る。 

（理由・説明） 

こども同士の交流や保護者間での交流が図られ

ているが、将来に向けてジュニアリーダーの確保・

養成が必要である。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

コロナ禍により、単位子ども会の活動を休止又は会自体を解散する子ども会もあり、活発な活動を行うことが難しくなっている。 

また、育成者やジュニアリーダーの担い手不足のため、今後も子ども会の活性化に向けた支援は重要である。 

改  善  策 

引続き、子ども会の活性化に向けて育成者の研修、ジュニアリーダーの募集養成を行うことにより地域の教育力の向上を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ５ 各世代における生涯学習の推進 細項目 ⑧ 女性学級〔女性教育〕 

推進目標 
女性の学習の場を確保し、生きがい

づくりなど生涯教育の推進を図る。 目  的 
女性が、多様化・高度化する社会の課題に自らが学習カリュキュラムを計画するこ

とにより文化・スポーツ等について学び、女性の交流の輪を広げ豊かな生活を築く。 

概  要 

申込み 12 名（定員 36 名） 

学習期間⇒４月開講式、５月～１月（11 回）２月閉講式 

学習内容⇒講話、軽スポーツ、趣味の学習、社会見学など 

 

受講生相互による学習内容の組み立て、また自らが講師となり学習（パン作り、小

物作り）に励んでいる。 

事業年度 
開始 終了  

昭和 46 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

59 千円 57 千円 2 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 女性の学習活動の場を確保し、生きがいづくりなど生涯教育において重要な事業と

位置付けている 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性  女性の学習機会を得る場として、学級が有効に機能している。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性  今後も事業を継続していく必要がある。 

（理由・説明） 

女性の学習の場と交流の機会を確保しているが、

受講数は定員に満たない。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

申込みが 36 名の定員に満たない現状 

改  善  策 

より多くの女性が参加できるよう、事業内容と募集方法について検討を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ５ 各世代における生涯学習の推進 細項目 ⑨ いしずえ大学 

推進目標 
高齢者の活動の場を確保し、生きがい

づくりなど、生涯教育の推進を図る。 目  的 
 高齢者が「若く老いよう」を合言葉に仲間が集い、共に学習やクラブ活動で文化・

スポーツ・生活等について学び、正しい心と健やかな体をつくり、豊かな生活を築く。 

概  要 

 対象は 60 歳以上。10 学級（10 年間）＋同窓科（１年毎）において、月２回（毎月

第２・４金曜日）の学習日がある。学生数 83 名（前年度学生数：81 名） 

 学習計画に従い教養講座、軽スポーツ、運動会、クラブ活動（10 クラブ）、ボラン

ティア活動や研修旅行などを行う。 

また、中富良野町（銀嶺大学）、富良野市（ことぶき大学）との交流（パークゴルフ、

芸能発表）を実施（開催地は持ち回り） 

事業年度 

開始 終了  

昭和 47 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

3,529 千円 3,416 千円 113 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 今後において高齢者社会を迎えるにあたり、高齢者の活動の場を確保し、生きがい

づくりなど生涯教育における重要な事業と位置付けている。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
 高齢者の学習機会を得る場として、いしずえ大学が有効に機能している。また、人

とのつながりの場でもあり、地域生活においても大変有効である。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性  今後も事業を継続していく必要がある。 

（理由・説明） 

高齢者の活動の場を確保し、生きがいづくりの推

進が図られているが、対象層の加入率向上に向けた

検討が必要。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

学生が減少傾向にあるため、学生の増加に向けた方策を検討する。 

改  善  策 

住民への周知の他、学生からの勧誘など、周知方法等を検討する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ６ 図書館の運営 細項目 ⑩ 図書館管理運営 

推進目標 

幼児期から成人まで継続した読書習

慣や様々な調査・研究等ができる資料

の提供、また、地域の情報源となる図書

館を目指す。 

目  的 
図書、雑誌、視聴覚資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供

を行う。 

概  要 

図書・視聴覚資料の貸出 

開館総日数 295 日 閲覧者数 13,613 名 １日平均閲覧者 46.1 名 

貸出冊数 51,944 冊 １日平均 176.1 冊 人口一人当たり貸出冊数 5.3 冊 

蔵書数 51,809 冊  移動図書及び相互貸借の実施。 

視聴覚ライブラリー貸出 上富良野 408 本、富良野地区 195 本 

学校の長期休業中の休館日(月曜)の臨時開館を実施。 

 窓口業務：図書館司書 1名の配置（地域おこし協力隊 R6.4 月～） 

会計年度任用職員 3 名 

事業年度 

開始 終了  

昭和 46 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

10,231 千円 10,042 千円 189 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 図書館は町民に対して読書普及の推進や資料提供を行うために不可欠である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 町民の読書や資料収集の場になっており、有効性は高い。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 今後も継続して、図書環境の充実整備を図る。 

（理由・説明） 

多くの町民に利用してもらえるよう情報提供を図

っていく。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・図書館司書により蔵書（古い本）の更新等を進めている。 

改  善  策 

・図書購入費の予算確保 

・学校の長期休業中の休館日の臨時開館を継続する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ６ 図書館の運営 細項目 ⑪ 読書普及活動 

推進目標 
すべてのこどもが、自ら読書に親し

めることができる環境をつくる。 目  的 
町民が読書に親しめる環境を整備すると共に、こども読書推進計画に基づき、こど

もたちが読書に親しめる活動を関係機関と連携し推進する。 

概  要 

(1)推薦図書ガイドブック(妊娠期～２歳、３歳～６歳)を作成し配布 

(2)すくすく絵本事業：７か月児・10 か月児健康相談時に実施（贈呈 49 冊） 

(3)認定こども園・子どもセンター読み聞かせ 68 回 延べ 1,563 名 

(4)町内小学校３校読み聞かせ 76 回 延べ 2,141 名 

(5)図書館読み聞かせ（R6.10 月から再開） 6 回 延べ 63 名 

(6)読書コンクール感想文 250 点、感想画 105 点出展 

(7)図書館まつり(10/5) 336 名 

(8)読書スタンプ帳事業 100 冊達成 97 名、200 冊達成 75 名 

(9)学校図書館支援業務：図書館の会計年度任用職員を小中学校に派遣、書架の整理や

本の修理、新刊の発注、登録等の業務のほかに簡易な装飾なども行い学校図書館の

環境整備の支援を実施。 

(10) 図書館情報 X（旧 Twitter）での発信開始（R6.8.1 から） 

事業年度 

開始 終了  

平成 16 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

図書館運営

費に含む 

図書館運営

費に含む 

図書館運営

費に含む 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 町民の生涯学習とこどもたちの言語・感性・表現力と創造性を高めることが必要。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 読書により豊かな感性と考える力を育み、教育的効果がある。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 今後も継続する必要がある。 

（理由・説明） 

読み聞かせの意義を伝えることにより、図書館の

利用につながり、読書普及につながっている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・子ども読書推進計画の着実な推進、学校図書館の環境整備と連携協力 

改  善  策 

・子ども読書推進会議（14 機関）で取組状況の把握と情報交換を行うなど、今後も関係機関と連携し推進していく。 

・学校図書館支援業務の継続により、図書担当教諭、図書委員と連携協力して読書活動の推進を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ７ スポーツ活動の推進 細項目 ⑫ スポーツ協会活動等補助 

推進目標 

町内のスポーツ団体を総括し、本町

のスポーツ振興とスポーツ精神の普及

を図り、町民の健康づくりと明るいま

ちづくりに寄与する。 

目  的 

上富良野町スポーツ協会の組織運営や研修等を円滑に推進し、町のスポーツ競技力

向上や発展を図り、また初心者向け教室の開催経費の一部を助成することで、本町の

スポーツ推進に寄与する。 

概  要 

スポーツ協会は、各加盟団体の事業に関して協力、支援を行い、北海道スポーツ協

会、道北圏広域スポーツセンター協議会との連絡調整を行っている。 

17 団体 会員数 761 名 (前年度 17 団体 会員数 990 名) 620 千円（前年度同額） 

スポーツ協会やスポーツ少年団本部の加盟団体に、主に初心者向けのスポーツ教室

の開催や指導者養成に関わる経費を補助し、スポーツに親しむ機会等を提供する。 

・初心者教室：2教室 32 千円（前年度 2 教室 32 千円） 

・指導者養成：実績なし（前年度 実績なし） 

事業年度 

開始 終了 
 

昭和 41 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

760 千円 652 千円 108 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
町内のスポーツ団体を総括し、指導者の育成、加盟団体の事業に関しての協力を行

なうなどの活動をしており、今後もその必要性は大きい。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
町のスポーツ発展につながる活動が行われており、町民の健康維持、増進が期待で

きる。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 町のスポーツ振興への効果が大きく、今後も支援（補助）を行っていく。 

（理由・説明） 

町のスポーツ競技力向上や指導者の育成など、さ

らなる活動を期待する面がある。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

スポーツ指導者の育成などスポーツ団体を支える人材の確保が必要である。 

改  善  策 

指導者の育成に関して、引続き各加盟団体への協力や助成（研修会、講習会及び資格取得等）を行っていく。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ７ スポーツ活動の推進 細項目 ⑬ スポーツ普及活動 

推進目標 

生涯に渡ってスポーツを楽しむこと

のできる環境づくり（各種大会、教室）

を進める。 
目  的 

生涯を通じたスポーツを楽しむ環境づくりのために、町民ふれあいスポーツ大会の

実施やスポーツ推進委員活動での事業を通じて、生涯スポーツ普及活動を推進する。 

概  要 

スポーツ推進委員活動として、会議の開催や軽スポーツの普及活動を行っている。

また、町民ふれあいスポーツ大会の実施（地域スポーツ推進員の協力）などにより、

町民が気軽に楽しめる生涯スポーツの実現を目指す活動を行っている。 

参加者数の減少はあるものの、予定していた事業はすべて開催できた。 

事業年度 
開始 終了 

 

 
継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

400 千円 400 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
町民に直接スポーツ指導、スポーツ関連事業の企画や立案をする等、今後もその活

動は必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
町民ふれあいスポーツ大会など、町民が気軽にスポーツを楽しむ機会が提供され

る。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 

今後もスポーツに関する深い関心と理解を持ち、熱意と能力を持つ者の中から、ス

ポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

今後も町民ふれあいスポーツ大会実行委員会で町民のためのスポーツ大会を実施

する。 

（理由・説明） 

町民が気軽に参加できる大会などを実施し、スポ

ーツ普及活動を図る。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

住民会対抗スポーツ大会の参加者数が減少傾向にあるが、多くの町民が参加しやすいスポーツ環境づくりに向けて、スポーツ推進委員や

各スポーツ団体と連携（大会準備、運営）した取り組みの継続が必要である。 

改  善  策 

スポーツ協会や地域スポーツ推進委員と連携して、参加者数の増に向けて開催方法を工夫しながら事業実施を図る。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ８ 文化・芸術活動の推進 細項目 ⑭ 上富良野町文化連盟活動等補助 

推進目標 町の文化の振興発展を図る。 
目  的 

・町民の文化力向上と各単位団体間の連携と親睦を図る。 

・町民の芸術文化活動を推進する。 

概  要 

・町文化連盟を中心に各単位団体が活発な活動を展開し、芸能発表や展示等の活動を

実施している。 

28 団体 202 名 補助金 140 千円(前年度 28 団体 216 名)   

・町民の芸術文化活動を積極的に進めるため、初心者等を対象にした文化教室を開催

する事業に対し、補助率 60％以内、２万円を限度に補助金を交付している。 

２団体２教室 18 名 補助金 33 千円 

（前年度 ３団体３教室 48 名 補助金 28 千円） 

事業年度 

開始 終了  

昭和 40 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

200 千円 178 千円 22 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性  町の文化振興及び発展に必要である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 町の文化振興及び発展に大きな効果が得られている。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 町の文化振興及び発展に大きく寄与しており、今後も継続していくことが必要。 

（理由・説明） 

町の文化振興及び発展に大きな効果が得られて

いる。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・文化連盟及び各文化団体の会員数は微減しており、また若年層（青年）が少ない。 

・令和７年度に 60 周年を迎えることから、町の持続可能な文化活動のため継続した支援が必要である。 

改  善  策 

・文化連盟及び各文化団体の活動に対し、継続した支援を行う。 

・文化教室等各団体の事業に対し、補助金などの支援を継続していく。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ８ 文化・芸術活動の推進 細項目 ⑮ 自主企画芸術鑑賞補助 

推進目標 

文化芸術における団体育成、地域住

民への鑑賞機会提供の拡大を目的と

する。 
目  的 

 町民が自主企画し、芸術・芸能・文化等の鑑賞機会を地域住民に提供する機会の充

実を図ることに支援することで、地域住民の心に安らぎと潤い豊かさをもたらす。 

概  要 

 ２団体の募集枠で、各団体が企画した事業の鑑賞機会を地域住民に提供する。 

 町広報誌及び防災無線で住民周知 

・補助率：補助対象経費の 50％ ・補助限度額：100 千円 

 ・３団体 204 千円（前年度 実施団体なし） 

事業年度 

開始 終了  

平成 11 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

300 千円 204 千円 96 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 町づくり・地域づくりを図るにあたり、団体育成、地域住民に芸術・芸能・文化等

の鑑賞機会の提供が必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
 自主的に公演を企画・運営することで団体の活動力が向上し、また、多くの地域住

民の鑑賞機会の増加も期待できる。 
Ａ Ａ Ａ 

方 向 性  今後も継続して実施。 

（理由・説明） 

町民の芸術文化に触れる機会の充実が図られて

いる。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

企画運営者のタイミングにより、実施件数が２件に満たない年度もあり、継続した事業開催が課題である。 

改  善  策 

継続して広報紙やホームページを活用し、広く周知する必要がある。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ８ 文化・芸術活動の推進 細項目 ⑯ 総合文化祭 

推進目標 

文化活動を行っている愛好者の発

表機会と鑑賞機会を設け、町の文化

発展に寄与する。 
目  的 

 文化の日（11 月３日）を中心に、町内で文化活動を行っている愛好者の発表機会と

鑑賞機会を設け、町の文化発展に寄与する。 

概  要 

 文化団体、町、農協、商工会等で構成する文化祭実行委員会が主催し、芸能発表、

展示会や体験教室等、日頃から研鑽している文化活動の発表を行っている。 

従前どおり、社会教育総合センターで展示、芸能発表を実施した。 

入場者数  2,387 名（４日間）（前年度 2,119 名 ５日間） 

芸能発表  17 団体 107 名（前年度 17 団体 99 名） 

展示数   849 点（前年度 901 点） 

事業年度 

開始 終了  

昭和 38 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

300 千円 300 千円 0 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
 町内の文化愛好者が発表機会を得ることにより、町の文化発展に大きな効果が得ら

れることから必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 町の文化発展に大きな効果が得られている。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 町の文化発展に大きく寄与しており、今後も継続していくことが必要。 

（理由・説明） 

 町及び文化団体により実行委員会を組織して、効

果的に実施している。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

展示作品数は令和４年度より増えたが、過去には 1,000 点を超えていたこともある。 

改  善  策 

従来どおり、広報等で周知し作品を募集する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ９ 郷土館等の運営 細項目 ⑰ 指定文化財保存 

推進目標 
町の重要な文化財について、適切な

保存や活用を図る。 目  的 

北海道文化財保護条例の指定文化財を除き、町内に存する重要な文化財につい

て、その保存及び活用のため必要な措置を講じることにより町民の文化的向上に

資する。 

概  要 

現在、町文化財として５か所及び美術工芸品の保存・管理を行っている。 

（1）「憩いの楡」所在：西３線北29号 管理：上富良野町 

（2）「富原地区地神及び山の神」所在：東７線北 24号 管理：富原住民会委託 

（3）「東中尋常高等小学校御真影奉置所」 

所在：東８線北 18号八幡神社境内 管理：東中住民会 

（4）郷土館 

（5）開拓記念館 

（6）後藤純男氏作品（本画、素描画）371点 ※後藤純男美術館で保管 

また、町内に 37 か所ある埋蔵文化財包蔵地の管理を行っている。 

（名所由来看板３箇所更新） 

事業年度 

開始 終了  

昭和 47 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

郷土館・開

拓記念館管

理運営に含

む 

郷土館・開

拓記念館管

理運営に含

む 

郷土館・開

拓記念館管

理運営に含

む 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
町にとって重要な文化財産を保存・活用することは上富良野の歴史を知る上で

必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 重要な文化財産を保存・活用することで上富良野の歴史が学べ、有効性が高い。 Ａ Ａ Ａ 

方 向 性 今後も継続する必要がある。 

（理由・説明） 

５か所の指定文化財と埋蔵文化財包蔵地 37 か所

の適正な維持管理を行っている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

文化財の適正な維持管理 

改  善  策 

・定期的な点検を行い、補修など維持管理に努める。 

・説明板の計画的な更新 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 ９ 郷土館等の運営 細項目 ⑱ 郷土館・開拓記念館管理運営 

推進目標 
町の郷土・歴史の学習施設として、多

くの利活用を図る。 目  的 
上富良野町の歴史、民俗、芸術、産業や自然科学等に関する資料の収集、保管や展

示を行い、一般の利用閲覧に供し、その教養、調査、研究等に資する。 

概  要 

【郷土館】 ４月～３月 開館 206 日間 1,372 名(前年度 135 日間 898 名) 

 令和５年度から、冬季開館（土日祝のみ）を開始 

５月～10 月の日曜・祝日、11～３月の土日祝は、ボランティアにより開館 

（1）収蔵資料 7,924 品目 25,262 点 

（2）かみふらの 10 大ニュース投票 720 票（前年度 516 票） 

（3）郷土館文化祭特別展「十勝岳噴火の追想」 

(4) 郷土学習「カミフクエスト」（6/22、8/3） 10 名（前年度 16 名） 

(5) リニューアル工事（床張替え、床地図作製、展示パネル作製） 

(6) シマエナガ展 7/6-8/18、誕生石スタンプラリー R7.2/1-3/30 

【開拓記念館】 ５月～10 月 97 日間 655 名(前年度 101 日間 681 名) 

 （開館期間中の祝日の臨時開館 ８日） 草分住民会に管理委託 

事業年度 

開始 終了  

昭和 53 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

7,750 千円 7,278 千円 472 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 町の郷土・歴史について学習するために重要な施設である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 町の郷土・歴史について学習施設として利用されている。 Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 現在の開館期間を継続する。 

（理由・説明） 

ボランティア等の協力により開館日の増を継続

し、多くの見学者、学習の機会の確保に努めている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・入館者へのガイド等について、ボランティアの増員や学術的な解説ができる人材の配置を検討する。 

・十勝岳ジオパーク拠点施設として施設整備を継続する。（土足対応、床地図設置、トイレ改修外） 

・令和７年度の日本ジオパーク現地調査に向けて、ハード面（施設整備）、ソフト面（ガイド）の整備を進める。 

改  善  策 

・関係協力団体の協力を得て、展示物の整理や配置変更を検討する。引き続き十勝岳ジオパーク推進協議会等と連携した取り組みを行う。 

・学芸員の配置を検討する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 ⑲ 社会教育総合センター管理運営 

推進目標 

上富良野町の社会教育の拠点として

誰もが使いやすい施設の維持管理に努

める。 
目  的 

町民の健全なスポーツの普及とコミュニティ活動の育成を図るとともに、健康の増

進と生活文化の向上に寄与することを目的とした社会教育活動の拠点として、適切に

維持管理を行う。 

概  要 

センターの維持管理（警備、清掃）、センターの修繕、敷地内緑地の維持管理 

年間延べ利用者数 50,851 名（前年度 46,403 名） 
工事 社会教育総合センター内壁タイル改修工事 31,350 千円 

委託 社会教育総合センター天井改修工事実施設計 2,860 千円 

 備品購入 

  ﾊﾞｽｹｯﾄ審判用機器一式、送風機 8台、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器 1台 

  ※特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 

事業年度 

開始 終了  

昭和 62 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

73,406 千円 72,586 千円 820 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 町民の社会教育活動の拠点として、適切な施設の維持管理が必要である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
適正な維持管理に努めることで、町民の健全なスポーツの普及とコミュニティ活動

の育成が図られる。 
Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 今後も年次計画に基づき、適時に施設の修理、補修など維持管理を行っていく。 

（理由・説明） 

町民の社会教育活動の拠点として、適切に維持管

理を行っている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・施設の老朽化、機械器具などの更新が図られているが、引き続き計画的な管理運営が必要である。 

・アリーナ天井ボード含めた安全対策の改修が必要である。 

改  善  策 

・アリーナ天井改修を計画する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 ⑳ Ｂ&Ｇプール管理運営 

推進目標 

町民がＢ＆Ｇ海洋センターを利用する

ことで、水に親しみ慣れ水中のスポーツレ

クリエーション振興が図られる。 
目  的 

Ｂ＆Ｇ財団から譲渡された海洋センターを利用して、町民が水に親しみ慣れるこ

とを目的とし、そのために適切な施設管理を行う。 

概  要 

年間利用者数 延べ 4,543 名(前年度 延べ 5,643 名) 

子ども水泳教室 ５回 延べ 79 名(前年度 7 回 延べ 86 名) 

親子水泳教室 ６回 延べ 110 名(前年度 5 回 延べ 110 名) 

Ｂ＆Ｇ水泳検定 ４回 延べ 66 名(前年度 4 回 56 名) 

Ｂ＆Ｇ水泳記録会 11 名(前年度 7 名) 

Ｂ＆Ｇスポーツ大会北海道大会「水泳の部」7名出場（前年度 6 名出場） 

Ｂ＆Ｇ海洋センター指導者会(認定資格者 11 名)の指導協力により教室等を実施 

救護室（パネルハウス）配備（冷暖房エアコン、救護ベッド、ベンチ） 

プール改修（鉄骨塗装 7,865 千円、LED 化 3,333 千円、シート取替 19,657 千円 

※Ｂ＆Ｇ財団助成金 16,100 千円充当 

事業年度 

開始 終了  

平成３ 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

39,721 千円 39,315 千円 406 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 町民の水中スポーツ振興を図る水泳用プールとして必要 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 こどもの水泳教室など、水泳スポーツ振興に大きな役割を果たしている。 Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 
今後も海洋センターの維持管理や水泳スポーツへの支援などを継続して行ってい

く。 

（理由・説明） 

水泳スポーツ振興に大きな役割を果たしている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・水泳教室の指導者などの人材の確保、養成 

改  善  策 

・指導者の育成について計画的に進めるため、Ｂ＆Ｇ海洋センター指導者会との連携を図り、引き続き人材の育成を進める。 

・施設の適切な維持管理に努める。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 ㉑ パークゴルフ場管理運営 

推進目標 
パークゴルフの普及を図り、もって

町民の健康増進に寄与する。 目  的 

パークゴルフの町民への普及を図る。また、施設（３コース 27 ホール）の維持管理

を民間の技術と対応力に期待できる指定管理とすることで、町民が利用しやすい施設

として管理を進める。 

概  要 

指定管理者委託料 6,100 千円 

指定管理期間 ５年間（令和４～８年度） 

年間利用者数 延べ 14,265 名（前年度 延べ 14,450 名） 

なお、東中・草分地区には、コミュニティ施設内に地区住民会の管理による 18 ホ

ールのパークゴルフコースが設置されている。 

 芝生等改修（十勝岳コース） 4,961 千円 

事業年度 

開始 終了  

平成 15 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

11,331 千円 11,319 千円 12 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
パークゴルフは多くの方が取り組みやすく、一般のスポーツとして普及が進み、町

内にも多くの愛好者が組織されるなど施設の維持が必要である。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 パークゴルフは町民の健康増進やスポーツ普及に有効である。 Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 
今後も指定管理者制度により適切な施設の維持管理を行っていく。 

令和５年度から、３コースの芝生を計画的に改修していく。 

（理由・説明） 

指定管理者制度により適切な施設の維持管理が

行われている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

未更新の管理用機械等の計画的な更新とともに、芝生の改修及び管理棟など施設の適正な維持管理 

改  善  策 

利用者ニーズに沿った適切な維持管理に必要な予算の確保に努める。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 
㉒ 屋外体育施設〔運動公園・島津球

場〕の管理運営 

推進目標 
町民の健康増進のため、安心安全な利

用環境の保全 
目  的 各種スポーツの利用環境の保全を行い、スポーツ活動の推進、競技力向上を図る。 

概  要 

富原運動公園 4,071 千円（前年度 3,925 千円） 

・サッカー場（芝広場） 2,655 名、野球場 666 名 

・テニスコート（６面）ﾊｰﾄﾞｰｺｰﾄ２面・人工芝３面・ｸﾚｰｺｰﾄ１面 3,797 名 

備品購入（ベンチ 4台、ミニゴール 1組、ラインカー1台、ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ 1 組） 

※特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 

 島津球場 477 千円（前年度 386 千円） 690 名 

 ・主にソフトボール場として、ソフトボール協会主催のナイターリーグで使用 

事業年度 

開始 終了  

平成 7 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

4,826 千円 4,548 千円 278 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 安全で、多目的なスポーツ活動を行う拠点として重要な施設である。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
サッカー、野球、テニス、陸上、ウォーキングやソフトボールのスポーツ活動と住

民憩いの広場として利用されている。 
Ｂ Ａ Ｂ 

方 向 性 運動に適した安心安全な利用環境を継続する。 
（理由・説明） 

適切な施設環境の維持保全に努めている。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

適切な維持管理。 

改  善  策 

施設等の適切な維持管理を図るため、現場の状況を適時確認し、安全安心な利用環境の保全を行う。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 



 

54 

令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 ㉓ 公民館管理運営 

推進目標 
文化団体や教育団体などの多くの利

用があり、適正な管理運営に努める。 目  的 
生活に関わる教育、学術および文化に関する各種の事業を円滑に行えるよう施設運

営を図る。 

概  要 

文化団体や教育団体など町民の教育、学術および文化に関する各種の事業実施に伴
う施設として活用する。 
延べ利用者数 14,183 名（前年度 15,274 名） 
 
工事 公民館屋上防水工事（図書館側） 9,350 千円 

事業年度 
開始 終了  

昭和 46 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

27,132 千円 26,914 千円 218 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 住民会、文化団体や教育団体など多くの町民が利用しており、必要性は高い。 達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
文化団体や教育団体など多くの町民の活動の場、地域の会館や避難所の役割もあ

り、施設の有効性は高い。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 今後も継続して適切な管理が必要である。 

（理由・説明） 

多くの町民、文化団体や教育団体の利用がある。
利用率は高く、計画的な修繕等より利用しやすい環
境整備が必要。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

施設の老朽化（昭和 46 年度建設）のため、適宜補修を行う必要がある。 

改  善  策 

引続き、計画的に施設の維持補修を行う。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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令和６年度 上富良野町教育行政点検評価表 

担当班名  社会教育班     

評価項目 10 社会教育施設の基盤整備 細項目 ㉔ 各公民館分館管理運営 

推進目標 
 地域住民の活動拠点として各分館を

整備し、生涯学習を推進する。 目  的 

社会教育法に基づき、一定区域内の住民を対象とし、生活に関わる教育、学術及び

文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上と、健康増進、情操の純化を図り、

生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。 

概  要 

集会施設（公民館）分館経費負担基準により管理を行っている。 

（1）公民館分館の施設維持 

・分館長、分館主事謝金、消防用設備保守点検、浄化槽管理 外 

 ・暖房機更新（草分 5台、富原 3台、旭野 1台、日の出 1台、江幌 1台） 

（2）公民館分館管理運営交付金（11 分館 1,427 千円） 

 ・交付金の内訳は、分館活動費と分館管理費であり、分館活動費の見直しに向けて 

分館（地域）と協議を開始。（R6 は、会議を 3回実施） 

事業年度 

開始 終了  

昭和 48 継続 

事業費 

予算額 決算額 差引 

8,463 千円 8,133 千円 330 千円 

検 証 内 容 評  価 

必 要 性 
地域住民の生涯学習の推進と地域コミュニティの持続のために必要であるが、分館

（郡部）のみに分館活動費が交付されている現状にある。 
達成度 効果度 総合評価 

有 効 性 
地域活動の拠点として施設を利用するとともに、住民相互の親睦・交流と生涯学習

の推進に効果が得られている。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

方 向 性 
管理費は継続し必要な経費を交付する一方、分館活動費は市街地にない交付金であ

ることから、引き続き協議を進める。 

（理由・説明） 

住民による地域活動は分館を中心に行われてお

り、経年による劣化部の修繕等を今後も継続してい

く必要がある。 

今後の取組み 

今 後 の 課 題 

・建設後 30 年以上経過（日新、江幌、日東、東中）により老朽化している施設もあり、適宜計画的な修繕が必要となっている。 

改  善  策 

・各分館施設について、公共施設の長寿命化計画の策定に併せて、施設ごとの個別施設整備計画を策定する。 

評価基準（達成度・効果度）  Ａ：実践が進み成果を上げている  Ｂ：実践が進んでいる  Ｃ：実践に努めている  Ｄ：努力を要する 

評価基準（総合評価）     Ａ：維持・拡大  Ｂ：工夫・改善  Ｃ：縮小  Ｄ：整理統合・廃止 
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Ⅳ 教育行政評価委員会の意見等について 

 

１ 教育行政評価委員会の開催 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項の規定により、教育行政評価委

員として４名が委嘱され、評価委員会を８月４日、６日の２回開催しました。 

教育行政評価委員会では、教育委員会事務局から対象の事務事業(教育委員会活動状況

及び事務事業点検・評価の23項目43細項目)について説明を受け、各委員からの質疑応答

と意見交換をもとに意見等をまとめました。 

 

２ 点検・評価報告書に基づいた意見 

「教育委員会点検・評価報告書」の事務事業については、上富良野町教育振興基本計画

及び上富良野町教育行政執行方針に基づく区分により点検評価表としてまとめられてお

り、それぞれの目的・推進目標に沿って執行され、総体的に評価できると考えます。 

 

（１）教育委員会活動について 

教育委員会活動は、教育委員会会議が毎月末の定期的なものに臨時開催を含めた計14回

開催され、その運営と事務処理などが適切に行われていることが伺えます。また会議録に

ついても逐次、町のホームページで公開されており、情報公開に努められています。 

また、その他の活動については、町、教育委員会等の主催する各種行事への参加や学校

行事への出席、視察や学校訪問による学校経営に係る意見交換を行うなど教育活動等の状

況把握に努められています。 

 

（２）学校教育について 

上富良野町教育振興基本計画（平成31（2019）年度～令和10（2028）年度）を礎とし

て、家庭・地域・学校・行政がともに連携・協力し、課題に向き合った教育の推進ができ

るよう取組みが進められています。 

教育アドバイザー配置については、近年の学校教育現場に求められる役割は教育課程の

実現のみならず、いじめや不登校、危機管理や教員の働き方改革等、多様化かつ専門化し

てきています。その対応として豊富な知識と校長職経験を持つ教育アドバイザーを配置

し、専門的視点から適切な指導助言を行うことで一定の成果を上げられていますが、昨今

の教育現場にはさらなる専門性と高い指導力が求められていることから、「指導主事」の

配置により新たな課題への対応を図られることを望みます。 

学力向上の取組みにおいては、全国学力・学習状況調査結果の分析により各学校での

「確かな学力育成プラン」を作成し、学力向上に向けた教育活動の検証と改善に組織的に

取り組まれています。またICT活用においても、家庭での通信環境に影響されないAIドリ

ルの導入などこども達の学びの充実に取り組まれています。 

特別支援教育においては、児童生徒の障がいの多様化により個別ニーズに対応した支援

が増大している状況にあることから、「特別支援教育支援員」を適宜配置し指導体制の充

実が図られていることは、児童生徒の特性をより理解でき、また保護者の安心感も高めら

れ、インクルーシブ教育の視点を大切にした特別支援教育を進めるうえで重要と考えま

す。 
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ICT教育環境の整備については、「GIGAスクール構想」により児童生徒１人１台の端末

整備及び校内の通信ネットワークの整備が進められ、かつコロナ禍における学習環境への

対応もあり急速な環境整備が図られました。しかし、その活用面においては教科や教員に

よる差が見られ、より快適な通信環境の構築に向けた整備も必要であることから、今後の

機器等の更新と合わせ、これまでの運用における課題等の解決に向け、最良の手法による

整備を進められることを期待します。 

昨年開設された「教育支援センター」については、学校へ行きづらさを感じているこど

もたちの居場所として機能しており、保護者や学校と常に連携した中、こどもたちがここ

で過ごす時間は自らの気持ちや社会との繋がりを意識する機会としてとても大切なものだ

と考えます。今後は利用者の増加も想定されることから、職員体制の充実を図りながら継

続した取組みを望みます。 

生徒の悩みや不登校の対応については、教育支援センターや学校教育アドバイザーにお

いて、関係機関や保護者との連携した取組みが実践されていますが、児童生徒の「心の問

題」は、学力や友達関係のみならず、家庭環境や養育歴など複雑で多様化しており個々の

課題解決には十分な時間が必要となります。今後においても、北海道教育委員会のスクー

ルカウンセラー派遣制度を活用するなど相談支援のさらなる充実が必要と考えます。 

また、いじめ防止対策においては、SNS利用を起因とするトラブルも多く、児童生徒の

みならず保護者に対してもSNS利用の危険性と適切な利用方法の啓発が必要と考えます。 

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）においては、学校と地域が一体となってこ

どもたちを育む開かれた学校づくりに向け着実な成果が見られます。今後の学校運営つい

て、地域と連携した協働活動を継続され「地域とともにある学校づくり」の推進、「地域

でこどもを育む取組み」の浸透が図られるよう、丁寧な情報発信や情報共有による一層の

連携強化に期待します。 

幼保小中の連携については、幼児教育から中学校教育までの接続の充実に向け、各期の

プラン実践や様々な取組みを行い「教育連携推進協議会」において連携することで、小１

時、中１時のギャップ解消を図ってきており、今後も協議会のさらなる活性化に期待しま

す。 

東中小学校においては、へき地・複式教育の特色を生かした学校づくりを進めており、

少人数の良さや地域の環境を生かした教育活動が提供されています。全校児童31名中６名

が校区外からであり、引き続き各方面へ「特認校」制度の周知を図り、児童数を確保しな

がら魅力ある学校づくりを行うことを期待します。 

学習環境の充実においては、猛暑による学習意欲の低下を避けるため校内における快適

な学習環境の確保が求められており、小中学校においては、順次エアコンの設置が進めら

れていることから学習効果の高まりが期待できます。今後は支援教室、特別教室や体育館

等での環境改善が早期に実施されることを期待します。 

学校給食センター管理運営においては、センター運営は富良野広域連合の所管となって

いますが、上富良野町では自賄方式で運営されているため今年度からその管理運営につい

て評価項目とします。 

学校給食センターは児童生徒への安心安全な給食提供を担う重要な施設でありますが、

設備等の経年劣化、各種衛生基準に不適合の部分やエアコン未整備等の労働環境の改善が
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必要な部分が見られます。今後も安定した給食提供を継続するため、学校給食の運営につ

いて丁寧な審議により検討されることを期待します。 

学校における働き方改革については、教職員の長時間労働が課題となっていることか

ら、ICT化等による事務の効率化は進められていますが、特に部活動との関わりにおいて地

域の特性が見られることから、早急な地域移行等の具体的な取組みが必要となっていま

す。また、教職員の勤務実態の把握と職場内での共有、勤務時間の意識付けの推進からの

改善が期待できることから、実現に向けた取組みに期待します。 

学校の危機管理においては、近年の猛暑による熱中症の発症や市街地での熊出没への対

応など、こどもたちが多くの時間を過ごす学校生活がより安全で安心できるものになるよ

う危機管理マニュアルの見直しを行っています。これらは適時点検や更新を行い、常に実

態に即した対応が可能となる内容であることが求められます。また避難訓練などの安全意

識の定着も重要と考えます。 

上富良野高等学校教育振興補助においては、少子化による生徒数の減少が続く中、魅力

ある学校づくりを進めるため、補助金交付による学習、部活動や資格取得等の教育活動支

援、また、通学や入学準備等の就学支援を図ってきています。しかし、今後一層の少子化

の進行が想定されるため、これまで以上に特色ある学校づくりを進め、入学者確保へ向け

た取組みが必要と考えます。 

 

（３）社会教育について 

社会教育の推進については、第10次社会教育中期計画（令和６年度～令和10年度）に掲

げる、家庭及び地域の教育力の向上、生涯学習活動の推進、スポーツや文化の振興、社会

教育の基盤整備の領域に基づき、それぞれの事業の実施が進められています。 

公民館や図書館等の社会教育施設では、様々な社会教育関係団体や指導者等との連携を

図り、幼少期から高齢期までの各期に応じた学習機会や学習情報の提供を行うなど、住民

の生涯学習に関し一層推進されることを期待します。 

家庭の教育力向上においては、こどもたちの健やかな育ちの基盤であり、人格形成に必

要な「基本的生活習慣」や「調和のとれた心身」を育むことが原点と考えます。このこと

から、引き続き食事や睡眠などの大切さを理解する学習機会と情報提供に努められるとと

もに、子ども会活動の活性化や家族、こども園等の協力も得ながら、また、保護者同士が

交流し、何気ない会話から子育ての悩み等を気軽に話し合える機会となる事業の推進を期

待します。 

放課後等の「安全安心な居場所づくり」や「留守家庭の子育て・就労支援」である「放

課後クラブ」「放課後スクール」については、就労保護者支援やこどもと地域の大人との

関わりの大切さからも期待の高い事業であり、放課後事業アドバイザー、放課後支援員・

教育活動サポーターなどの人材を確保しながら、引き続き安心・安全なこどもの活動拠点

づくりを進めることを期待します。 

青少年教育については、青年層による地域活動の中心的役割を果たしてきた青少年団体

協議会から解散の方針が示されたことは残念ですが、子ども会育成協議会によるジュニア

リーダーの育成や単位子ども会活動の活性化への支援の拡大等により、青年層を含めた町

内の団体間交流が進むことを期待します。 
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図書館の運営については、より多くの町民が読書に親しむ環境づくりが重要であること

から、令和６年度から図書館司書を配置したことによる一層の読書環境の充実と蔵書更新

等が求められます。 

読書普及活動では、読み聞かせ団体による各学校などでのボランティア活動、図書館ま

つりの開催、読書スタンプ帳の発行やすくすく絵本事業等、様々な事業の取組みにより読

書に親しむ環境づくりや楽しさの発信に努められています。また、学校図書館への職員派

遣は、学校における読書環境の充実の面からも継続して実施されることが必要と考えま

す。 

郷土館、開拓記念館の運営については、郷土の歴史の学習施設として多くの活用が図ら

れるよう、住民会やボランティアの協力により夏期は土日、祝日も開館し、郷土館におい

ては冬期も開館する等、利便性向上が図られています。また、床地図、床張替えや展示パ

ネル整備による利用環境の充実、スタンプラリー等の様々な事業を企画実施されているこ

とから、今後の利用者のさらなる増加に期待します。また、十勝岳ジオパーク拠点施設と

しての展示や解説の充実、企画展の開催などの取組みも引き続き重要と考えます。 

公民館分館管理運営については、分館活動はこれまで果たしてきた地域住民の生涯学習

と地域コミュニティの場としての役割も、近年は住民会活動とのすみ分けが曖昧となって

おり、活動費等交付金の見直しは必要と考えられます。地域ごとの活動と管理の実態を把

握してうえで適正に見直しが図られることを期待します。 

スポーツや文化活動については、町民が参加できる大会・教室などの開催に努められて

いますが、多くの町民の参加が期待できる種目や運営方法などの検討を進めるとともに、

各種団体の自主的な企画運営によるスポーツ大会や公民館講座等が開催されることを期待

します。 

社会教育の施設整備については、町民の社会教育の活動拠点として、体育施設や公民館

などの維持管理に努められていますが、経年劣化が見られる施設も多くあることから、適

期の計画的修繕が求められます。なお、パークゴルフ場の芝生においては、指定管理者へ

の維持管理指導も含めた整備が年次的に進められていることから、町民のみならず町外か

らの利用者増も期待できるものと考えています。今後におきましても、年次計画を立て整

備されることを望みます。 
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資 料 
 

資料１ 

 

上富良野町教育行政評価委員会設置要綱 
（令和５年１月 12 日決定） 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 26 条に

基づき、上富良野町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が実施する事務の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行うにあたって、教育に関し学識経験を有する者

の知見を活用するため、上富良野町教育行政評価委員会（以下、「評価委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (１)教育委員会が実施した事務の執行状況について、点検及び評価を行うこと。 

 (２)前号の点検及び評価の結果を教育委員会に通知すること。 

 (３)その他教育行政の点検評価に関し意見を述べること。 

 （構成） 

第３条 評価委員会は、委員４名以内で組織する。 

２ 委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の３月 31 日までとする。 

 （委員長） 

第５条 評価委員会に、委員の互選により、委員長を置く。 

２ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を掌理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ評価委員会が指定

する委員がその職務を行う。 

（会議） 

第６条 評価委員会の会議は、教育長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

４ 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委

員を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 評価委員会の庶務は、教育委員会教育振興課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  
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資料２ 

 

教育行政評価委員会の構成 

 

     委 員 長  井 上 文 雄  (社会教育委員) 

     委  員  若 佐 雄 太  (社会教育委員) 

     委  員  加 藤 雅 也  (上富良野町ＰＴＡ連合会) 

     委  員  石 賀 木 綿  (上富良野西小学校運営協議会) 

 

 

 

 

 

資料３ 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 
〔昭和 31 年６月 30 日法律第 162 号〕  

 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に

委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

  



 

62 

資料４ 

 

令和６年度教育行政執行方針 

 

■ はじめに 

新型コロナウイルス感染症に関わる「感染症の予防及び患者の医療に関する法律」につ

いて、令和５年５月から感染症の分類が２類から５類に変更となり、社会全体の対応も大

きく変わりました。 

学校や地域においても、これまで制限されてきた様々な教育活動については、その必要

性を十分に検討したうえで、積極的に実施していくことが求められております。 

このような情勢のもとコロナ禍を通し、デジタル化の急速な進展や気象現象の温暖化等

を鑑み、「上富良野町教育大綱」と 10 か年計画の「上富良野町教育振興基本計画」、５か

年計画の「第４次上富良野町子ども読書推進計画」について、見直しを図りました。 

教育委員会といたしましては、「ふるさとに学び 人が輝き 人がつながる かみふら

のの教育」の教育理念を再確認し、「自然豊かな上富良野で、希望を抱き、自らの夢に挑

戦し、実現する人」「ふるさとへの愛情と誇りをもち、共に支え合い、社会で生き抜く

人」の育成を目指し、教育行政を進めてまいります。 

 

■ 学校教育の推進 

初めに、学校教育推進目標に関連する６項目について申し述べます。 

１項目「活きて働く学力の育成」に係る施策項目の「確かな学力の育成」についてで

す。 

令和５年度の全国学力・学習状況調査では、小学校「国語」「算数」、中学校の「国語」

では、全国平均をやや下回り、中学校「数学」「英語」は全国平均を下回りました。 

今後も各校の分析をもとに、課題の克服や基礎的・基本的な学習内容の確実な定着に向

けて、個に応じた指導の充実を図るとともに、「確かな学力の育成プラン」を作成し、具

体的方策を進めてまいります。 

また、デジタルとアナログ、対面授業とオンライン授業を効果的に組み合わせながら、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善をさらに進めてまいります。 

そのために昨年度、小学校高学年に試行的に導入した学習支援システムを小学校・中学

校の全学年に導入し、「協働的な学び」の充実を図るとともに、一人一台端末の家庭への

持ち帰りの促進も併せ、「個別最適な学び」に向けて推進してまいります。 

次に「特別支援教育の充実」について、発達障害の認知や特別支援教育に対する理解が

深まる一方、個々の特性の多様化に伴い、対象児童数は増加しています。 

インクルーシブ教育の理念に基づいた特別支援教育の推進に向け、合理的配慮が必要な

こどもたちやその特性について、就学前の早期から関係機関と連携し、実態把握に努めて

まいります。そのうえで、保護者との合意形成を大切にした教育相談を丁寧に進め、児童

生徒にとって、より適正な「学びの場」の提供に努めてまいります。 



 

63 

また、関係者・関係機関との連携や研修を通し、在籍後の実態や学びの状況を定期的に

交流・共有しつつ、個々の自立や進路・社会参画に向けた、中・長期的な支援に努めてま

いります。 

加えて、児童生徒へのきめ細やかな支援ができるように、上富良野小学校、上富良野西

小学校、上富良野中学校に引き続き「特別支援教育支援員」を配置するとともに、学校に

おける医療的ケアの実施体制を継続してまいります。 

通級指導教室については、小学校と中学校の連携による学びの接続が図られるよう努め

てまいります。 

次に「国際理解教育の充実」ついて、教育活動全体を通して、他国の文化や考え方に触

れる機会を大切にするとともに、今年度も外国語指導助手（ALT）を小学校・中学校に配

置し、英語専科教員・英語担当教員との役割分担を明確にしながら専門的・効果的な指導

への支援を進めてまいります。 

次に「情報教育の充実」について、児童生徒に対しては、９年間を通した「上富良野町

情報モラル指導カリキュラム」に基づき、ICT 機器の基本的操作のスキル向上及び情報モ

ラル教育を推進します。 

また、学校教育情報化推進計画(令和５年度～令和 10 年度)に基づき、指標毎の年次目

標達成に向けて、着実に取り組みを進めてまいります。 

次に「キャリア教育の充実」について、児童生徒自身の成長を自己評価することを通し

て、自ら学ぶ力を育成するためのキャリアパスポート等の活用を推進するとともに、農業

体験や職場体験学習を充実させ、学ぶことと働くことの意義を体得する活動の充実を図っ

てまいります。 

 

２項目「豊かな心の育成」に係る施策項目の「道徳教育の充実」についてです。 

「特別の教科 道徳」を中核とし、学校の教育活動全体を通じて「道徳性」を養うとと

もに、福祉関係や高齢者とのふれあい体験など、地域の様々な人と関わる活動を通して、

児童生徒の豊かな人間性や社会性の育成に努めてまいります。 

次に「ふるさと教育の充実」について、令和４年度から改訂作業を進めてきました第１

２次改訂社会科副読本「かみふらの」が完成しましたので、今後においてはタブレット端

末を活用し、上富良野町の地域特色と基幹産業や自然・環境を学ぶ「ふるさと学習」を進

めてまいります。 

次に「読書活動の推進」について、第４次上富良野町子ども読書推進計画に基づき、学

校・家庭・地域における読書活動を推進してまいります。 

次に「SDGｓ・ESD の推進」について、現行の学習指導要領では「持続可能な社会の創

り手となる児童生徒を育成すること」が求められていることから、学校の教育活動全体を

通して「SDGs(持続可能な開発目標 17 項目)」「ESD(SDGs４番目 質の良い教育をみんな

に)」に関連した教育活動や環境教育の推進を図ってまいります。 

次に「体験活動の推進」について、こどもたちの豊かな人間形成のため、自然の中での

様々なふれあいをはじめ、多様な体験活動を経験させることは極めて重要であり、地域の

教育資源を生かした多様な体験活動を推進してまいります。 
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次に「コミュニケーション能力の育成」について、授業における対話や交流場面を重視

するとともに、ICT 機器を活用した「対話的・協働的な学び」の実現に向けた授業改革を

推進してまいります。また、英語によるコミュニケーション能力の向上を図る授業を推進

してまいります。 

次に「いじめ・不登校を解消する取組の充実」について、「いじめ」はいつでも起こり

うるという認識を学校全体で共有し、「上富良野町いじめ防止基本方針」を踏まえ、各学

校における「いじめ対策委員会等の定期的・継続的な取組」を促進してまいります。特に

「初動対応の遅滞」を招くことのないように注視してまいります。 

また、児童生徒や保護者からの相談窓口として、電話による「かみふらのあんしんライ

ン」、手紙による「子ども SOS ミニレター」、メールによる相談も継続してまいります。 

不登校児童生徒数については、全道・全国ともに増加の一途をたどっている状況です。

こうした状況を踏まえ、臨床心理士等専門的資格を有する人員配置を継続し、児童生徒の

カウンセリングや保護者との教育相談体制の一層の充実を図ってまいります。 

また、「教育支援センター」の効果的な運用を図り、不登校の児童生徒のニーズに応じ

た「居場所づくり」を促進するとともに、運営にあたっては、将来の社会的自立を目指し

た長期的な視点で、児童生徒自身が、本来持っている力に気づき自信が持てるよう、保健

福祉課や関係機関等との情報共有・連携も進め、多面的にサポートできる体制の充実を図

ってまいります。 

加えて、当該児童生徒と学校とのつながりが途絶えることがないように、オンライン体

制を継続してまいります。 

 

３項目「健やかな体の育成」に係る施策項目の「体力・運動能力の向上」についてで

す。 

「全国体力運動能力、運動習慣調査」結果における体力合計点では、本町の小学校女子

と中学校女子は全国平均を上回りましたが、小学校男子と中学校男子は全国平均を下回り

ました。 

調査分析結果による各学校の体力づくりに向けた「一校一実践」が、さらに充実した取

り組みとなるよう支援してまいります。 

次に「健康教育・食育の推進」について、かみふっ子健診の結果から、養護教諭と連

携・情報共有し、児童生徒の健康づくりを推進するとともに、食に関する正しい知識と望

ましい食習慣を身に付けていくように、栄養教諭による「食育授業」を引き続き推進して

まいります。 

また、平成 19 年 10 月から開始した「お弁当持参の日」につきましては、物価高や保護

者の負担感等を考慮し、見直しの検討を進めてまいります。 

さらに、近年の熱中症や感染症予防に向けて、児童生徒の「健康」「安全・安心」を第

一に考え、引き続き健康管理の徹底に努めてまいります。 

 

４項目「学びを支える家庭・地域の連携・協働」に係る施策項目の「家庭教育支援の充

実」についてです。 
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児童生徒の望ましい生活習慣の定着に関する情報提供に努めるとともに、各学校・教育

支援センターと連携し、いじめや不登校などに悩むこどもや保護者がいつでも相談できる

体制をさらに支援してまいります。 

次に「学校と地域の連携・協働の推進」について、コミュニティ・スクールの機能を、

より効果的に生かした学校運営が一層着実に進むように「地域コーディネーター制度」に

ついて検討し、地域学校協働活動の推進を図ってまいります。 

次に「学びのセーフティネット」について、いかなる時も学びを止めず、常に学びを保

障できるようオンラインによる授業体制の確立のために家庭の状況に応じポケット Wifi

の貸与を継続してまいります。 

また、教育費における保護者の負担につきましては、経済的理由による就学援助を継続

するとともに、保護者の負担軽減に努めてまいります。 

 

５項目「学びを高める信頼される学校づくり」に係る施策項目の「学校間段階の連携・

接続の推進」についてです。 

各こども園、小学校、中学校の代表者で組織した上富良野町教育連携推進協議会の計画

的な運営により、「小１プロブレム」及び「中１ギャップ」の解消を目途とする幼小連携

「上富良野町のびのびプラン」、小中連携「上富良野町ぐんぐんプラン」を組織的に継続

し推進してまいります。 

また、年間を通して、各こども園、各小中学校の行事や授業等の参観により、保育・幼

稚園教諭、小・中学校教諭の交流を図ってまいります。 

さらに、今後の町内全体での児童数の推移を見据え、小学校教育の充実に向けた小学校

間連携につきまして、上富良野西小学校と東中小学校で進めてまいります。 

次に「特色ある学校づくり」について、こどもや保護者・地域の思いやニーズを生かす

教育内容の工夫改善への支援を継続し、特認校の取り組みにつきましては、東中地区の教

育資源の活用、少人数指導によるきめ細やかな指導等、特認校ならではの特色ある学校づ

くりを進めてまいります。 

次に「授業力・児童生徒理解力向上」について、各学校の校内研究や授業力の充実に向

けた上富良野町教育研究会への支援に努めるとともに、ICT 機器を活用した実践研修や先

進的な実践校視察等を通して、ICT 活用のスキルアップや授業力向上を図ってまいりま

す。 

次に「学校施設」について、一人一台タブレット端末が導入され５年目を迎えることか

ら、今後に向けて見通しをもった更新計画への検討に着手してまいります。 

さらに、熱中症予防対策として、エアコン、スポットクーラーの冷房設備を計画的・段

階的に設置してまいります。 

また、急激な少子化の進行により、将来的な教育環境のあり方を検討しなければならな

い時期を迎えていることから、学校及び学校給食センターの施設維持管理計画につきまし

ても、関係者の皆様と情報共有を図り、今後の方向性につきまして検討してまいります。 

次に「学校運営の改善」について、教職員の働き方についてですが、一定の成果は見ら

れるものの、依然として超過勤務の実態があります。 
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今年度からスタートする「北海道アクションプラン第３期計画」をもとに「上富良野町

業務推進計画」を見直すとともに、引き続き「こどもに向き合う時間を確保する」ため、

校務支援システムの活用による情報や教材の共有、スクールサポートスタッフ等の効果的

な活用など、業務量の軽減化を図ってまいります。 

また、部活動の地域移行に関して、学校現場の意向を尊重しつつ、他地域の状況も情報

収集しながら進めてまいります。 

次に「学校安全教育の充実」について、活火山十勝岳を有する本町では、自然災害がい

つでも起こりうる環境にあるため、自主的に命を守る行動を身に付けておくことが極めて

大切であり、近年、児童生徒の生命にも影響を及ぼす温暖化に伴う熱中症への対応も共有

しておくことが重要であります。 

熱中症対応や熊出没時の対応等の観点から「危機管理初期対応マニュアル」の見直しを

図るとともに、十勝岳の噴火発生時の対応など、緊急事態における児童生徒の安全確保に

向けて、関係機関との連携を図り継続して取り組んでいくとともに、各学校の避難訓練や

防犯訓練などの安全教育に対する支援に努めてまいります。 

さらに、児童生徒の登下校時の安全につきましては、「通学路安全推進会議」による危

険箇所の確認や住民会・町内会による登下校時の「見守りパトロール」など、関係機関と

連携し地域総ぐるみで児童生徒の見守りに努めてまいります。 

 

６項目「上富良野高等学校への総合的支援」についてです。 

上富良野高等学校では、「十勝岳ジオパーク学習」「e スポーツ同好会」などの特色ある

教育活動を積極的に支援してまいります。 

本年度も引き続き、通学費や就学支援金、入学準備金の助成、介護職員初任研修をはじ

めとする各種資格取得への支援のほか、希望者を対象にした学校給食の提供を継続してま

いります。 

また、これまでと同様、地元関係各位のご協力をいただき、地元高校存続に向けて取り

組んでまいります。 

 

■ 社会教育の推進 

次に、社会教育推進目標に関連する５項目について申し述べます。 

１項目「家庭と地域の教育力の向上を図り、青少年の健全育成を推進する」についてで

す。 

家庭の教育力向上と子育て支援の推進につきましては、家庭におけるこどもたちの人格

形成に必要な「基本的生活習慣」と「調和のとれた心身」を育むことが教育の原点であり

ます。このことから、「早寝・早起き・朝ごはん運動」や「生活リズムチェックシート」

の活用などを通して、食事や睡眠などの大切さの理解を深めるとともに、家庭教育学級な

ど学習機会の提供や子育て研修会等との情報共有に努めるとともに、子育てサークルの活

動支援として施設利用の促進を図ってまいります。 

また、町内の認定こども園、小学校等への本の読み聞かせや芸術鑑賞などの情操教育へ

の取り組みなど、関係機関と連携し充実を図ってまいります。 
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地域の教育力向上につきましては、放課後の児童が「安全で楽しく安心して過ごせる居

場所」としての「放課後クラブ・放課後スクール」の運営を継続し、内容の工夫・充実に

努めながら、子育て支援の推進を図ってまいります。 

また、小・中学校接続事業として、中学校に進学する小学校６年生を対象に、町内３校

の児童が交流する機会を設け、中学校進学への不安を和らげ、進学に対する期待を持つ機

会となるよう「かみふっ子フレンドキャンプ」を継続してまいります。 

さらに、青少年リーダーとして仲間意識を育むよう「なかよしサミット」「通学合宿」

などを開催するほか、青少年海外派遣人材育成事業として、青少年期における海外でのホ

ームステイ等により生活・文化体験や語学研修を行い、グローバル化や価値観の多様性に

対応していく人材を育成するため、中学生・高校生を対象とした海外派遣研修を引き続き

進めてまいります。 

団体育成につきましては、子ども会やスポーツ少年団、青少年団体協議会など自主的活

動を尊重し支援するとともに、スポーツ活動及び文化活動の推進を継続してまいります。 

青少年の健全育成につきましては、「青少年の健全育成をすすめる会」や「子ども会育

成協議会」などの教育関係団体との活動を通じて、地域と学校、教育機関が連携しながら

青少年が健やかに育つ環境づくりを進めてまいります。 

 

２項目「社会で活きる力を身に付け、持続可能な潤いのある地域づくりを推進する」に

ついてです。 

各世代における生涯学習の推進につきましては、幼児から青少年・成人・高齢者まで生

涯にわたる各世代の学習活動の継続と充実を図るとともに、ウェルビーイング(身体的・

精神的・社会的に良好な状態であること、持続的な幸福)の向上を目指し、地域資源を生

かした教育活動を推進してまいります。 

幼児・青少年につきましては、自然体験や生活体験、地域資源を生かしたプログラムの

研究を含め、「十勝岳ジオパーク推進協議会」と連携し取り組みを進めてまいります。 

また、少子化が進むなか、ジュニアリーダーの育成が課題であり、子ども会育成協議会

と連携し人材育成に努めてまいります。 

成人につきましては、マイプラン・マイスタディ講座など自主的な学習活動への支援と

公民館講座の開設をはじめ、女性学級による学習機会の提供に取り組むほか、女性連絡協

議会の自主的活動の支援を継続してまいります。 

高齢者につきましては、「若く老いよう」を合言葉に「いしずえ大学」の学びの機会を

継続していくとともに、生きがいづくりとボランティア活動の促進を図ってまいります。

今後も、成人者や高齢者の方々が培った知識や技能を各種の学習活動や体験活動に活かし

伝えていくなど積極的に関わりをもちながら、学びあい支え合う人づくりを進めてまいり

ます。 

図書館の運営につきましては、専門職員として地域おこし協力隊の制度を活用し図書館

司書を配置し、各世代が読書に親しめる環境として、第４次子ども読書推進計画に基づき

児童書の蔵書充実や図書館まつりなどを通じ利用促進に努めてまいります。 

さらに、こどもたちの読書への関心を高めるよう、読書スタンプ帳の発行や親子が選ん

だ絵本を贈る「すくすく絵本」、移動図書活動を継続して推進するとともに、図書館職員
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とボランティア団体による図書館での読み聞かせ会を開催するとともに、ボランティア団

体による認定こども園・小学校等での読み聞かせ活動の支援と各年齢期に応じた推薦図書

ガイドブックの配付を行ってまいります。 

また、図書館の「子育て支援・家庭教育コーナー」の関係図書の充実を図り、子育て支

援と家庭の教育力向上を進めてまいります。 

併せて各学校図書館との連携事業として、図書館職員を学校に定期的に派遣し、学校図

書館の運営を支援してまいります。 

 

３項目「豊かな心と健やかな体を育むスポーツ活動を推進する」についてです。 

スポーツ活動の推進につきましては、人格の形成、体力の向上や心身の健康増進を図る

とともに、私たちに多くの夢や感動と楽しみをもたらし、活力に満ちた社会を形成するう

えで欠かすことのできない重要な役割を果たしています。 

それぞれの体力や年齢に応じて多様なスポーツや体力増進に取り組むことができるよ

う、スポーツ推進委員及びスポーツ団体と協力して各種スポーツ大会やスポーツ教室を支

援するほか、指導者の育成に努め、青少年等のスポーツ活動の支援について検討するとと

もに、令和４年度から実施しております、町内の高校生以下のパークゴルフ場とスキー場

リフト使用料の無料化を継続してまいります。 

また、学校の部活動の地域移行に向けて、学校と情報共有できるよう関係団体と連携し

てまいります。 

 

４項目「郷土を愛し、豊かな情操と創造を育む文化活動を推進する」についてです。 

文化・芸術活動の推進につきましては、人々の心に安らぎとうるおいをもたらすことを

目標に、文化団体や愛好者と連携し、自主企画芸術鑑賞事業などを通して、芸術・芸能・

文化にふれる機会を継続してまいります。 

町民芸術鑑賞事業として、芸術や音楽などに接する機会に触れられる芸術鑑賞会を実施

するとともに、文化活動に参加する機会拡充のため引き続き文化教室を支援し、青少年等

の文化芸術活動の支援について検討してまいります。 

また、町民の皆様が心の豊かさを求めて活動を行っている文化芸術活動団体の発表の場

として、総合文化祭や富良野地区文化団体交流会への参加など、発表の機会を支援すると

ともに、地域文化の継承・発展をめざしてまいります。 

郷土館等の運営につきましては、専門職員として学芸員の確保に向けて検討すると共

に、ふるさと学習に活用が図られるよう郷土館ホームページの収蔵資料による情報提供や

郷土歴史を探訪する研修会、総合文化祭に「郷土館特別展」を開催し、郷土館・開拓記念

館に訪れ郷土に触れる機会の充実を図ります。 

また、郷土館は十勝岳ジオパーク拠点施設として、ストーリー「十勝岳泥流のつめ痕に

北の大地を切り拓く」を伝えるため、展示内容のさらなる見直しを行い、十勝岳と共生す

る町の歴史についての造詣をより深めていただけるよう努めてまいります。 

なお、郷土館は建築後 46 年経過しているため、施設内における改修を検討するととも

に、令和７年度十勝岳ジオパーク認定更新に向けて整備計画を進めてまいります。 
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５項目「生涯学習社会の実現をめざし、生きがい環境づくりを推進する」についてで

す。 

社会教育活動の推進につきましては、「いつでも、どこでも、だれもが」社会教育活動

ができるよう、情報共有の充実に努めていくとともに、「人とのつながり」を中軸に「仲

間づくり、地域づくり」による持続可能なコミュニティ活動を支援してまいります。 

社会教育施設の基盤整備につきましては、町民の社会教育活動の核となる、社会教育総

合センターアリーナ天井の耐震化及び照明の LED 化につきましては、喫緊の課題と認識し

ておりますが、令和５年６月に社会教育総合センターコミュニティ施設内のタイルが一部

剥離したことから、施設管理上の修繕優先を判断し実施計画を見直しましたことから、ア

リーナ天井等の修繕は、令和７年度以降に整備できるよう進めてまいります。 

また、地域住民の社会活動としての分館施設整備につきましては、各地域の要望に対し

まして、協議・検討を進めてまいります。 

また、B&G 海洋センターのプールシート、LED 照明、鉄骨塗装の整備につきまして、B&G

財団の助成を受けて更新してまいります。 

パークゴルフ場につきましては、令和５年度から改良整備を年次計画に基づき進めてお

り、初年度１コース目につきまして改善の成果が見られましたことから、引き続き２コー

ス目の芝生等の現状を踏まえながら、良好なコースとなるよう引き続き整備を進めてまい

ります。 

今後においても、利用者が利用しやすい各種施設の維持管理に努めるとともに、ニーズ

の多様化に対応するため、各団体や地域のご意見を伺いながら、維持管理の向上と有効利

用が図られ、多くの方々が安全で安心して利用できる環境づくりに努めてまいります。 

 

■ 結びに 

以上、令和６年度の教育行政執行方針に関する主要な方針について申し上げました。 

上富良野町教育委員会として、家庭・学校・地域・行政による連携をこれまで以上に深

めながら、まちの豊かな資源を学校教育、社会教育のそれぞれの場面で効果的に活用し、

学ぶことの楽しさ、分かることのうれしさを実感できる教育の実現を図ることにより、生

涯を通じて「主体的に学び続ける意欲」と「持続可能な地域づくりを担う人材育成」に取

り組んでまいります。 

町民の皆様及び議員各位並びに関係機関、団体の皆様のご協力を心からお願い申し上

げ、令和６年度の教育行政執行方針といたします。 

 

令和６年３月４日 

 

上富良野町教育委員会  


